
伊東東の論文「「クルスバ」と了仁寺」について（田中）

八
八

一　

は
じ
め
に

　

以
下
に
紹
介
す
る
文
章
は
一
九
一
四
（
大
正
三
）
年
に
、
大
分
県
大
野
郡
三
重
町

在
住
の
地
方
史
研
究
者
伊い

と
う東

東あ
ず
ま

氏
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
論
文
で
あ
る
。
伊
東
氏
は

当
時
若
干
二
七
歳
、
家
業
を
継
ぐ
た
め
税
務
官
吏
を
や
め
帰
郷
し
て
三
年
目
の
こ
と

で
あ
る
。
か
れ
は
帰
郷
と
同
時
に
日
本
民
俗
学
会
や
郷
土
研
究
会
と
い
っ
た
中
央
学

会
の
会
員
と
な
り
、
郷
土
史
研
究
に
打
ち
込
む
よ
う
に
な
る
。
こ
の
論
文
は
は
じ
め

て
ま
と
め
た
長
文
の
研
究
で
あ
る
。
発
端
は
雑
誌
『
郷
土
研
究
』
誌
上
で
の
記
事
に

始
ま
っ
た
ク
ル
ス
バ
問
題
に
解
答
を
与
え
る
た
め
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
彼
が
現
地

を
踏
査
し
た
の
が
こ
の
年
で
あ
る
。
す
ぐ
に
原
稿
が
書
か
れ
た
が
全
文
が
発
表
さ
れ

る
こ
と
は
遂
に
な
く
、
ま
た
大
要
が
発
表
さ
れ
た
の
が
地
方
新
聞
で
あ
っ
た
た
め
、

今
日
ほ
と
ん
ど
知
ら
れ
て
い
な
い
。

　

論
文
に
は
伊
東
氏
が
戦
国
時
代
か
ら
江
戸
時
代
初
頭
の
キ
リ
シ
タ
ン
時
代
の
遺
跡

で
は
な
い
か
、と
考
え
た
大
分
県
臼
杵
市
野の

つ津
町
に
所
在
す
る
地
元
で
「
ク
ル
ス
バ
」

と
呼
称
さ
れ
て
い
た
場
所
の
現
地
調
査
報
告
と
そ
の
考
察
お
よ
び
、
旦
那
寺
と
し
て

そ
の
地
域
の
転
び
キ
リ
シ
タ
ン
の
受
皿
と
な
っ
た
浄
土
真
宗
烏う

が
く
さ
ん

嶽
山
了り

ょ
う
に
ん
じ

仁
寺
の
由
来

に
つ
い
て
の
考
察
が
ま
と
ま
ら
れ
て
い
る
。
本
稿
で
は
そ
の
全
文
を
紹
介
し
た
い
。

　

筆
者
が
こ
の
論
文
に
で
あ
っ
た
の
は
、
二
〇
一
一
（
平
成
二
三
）
年
か
ら
行
っ
た

豊
後
大
野
市
と
臼
杵
市
に
ま
た
が
る
西さ

さ
む
た

寒
田
ク
ル
ス
バ
遺
跡
の
調
査
の
際
で
あ
る（
註

一
）。

西
寒
田
ク
ル
ス
バ
遺
跡
は
昨
年
の
調
査
に
よ
り
キ
リ
シ
タ
ン
時
代
の
十
字
架
碑

一
基
（
写
真
一
）
が
新
た
に
発
見
さ
れ
，
一
四
世
紀
か
ら
一
七
世
紀
前
半
の
宗
教
遺

跡
で
あ
っ
て
、
キ
リ
シ
タ
ン
時

代
の
墓
地
を
含
む
遺
跡
と
判
明

し
た
。

　

そ
の
ク
ル
ス
バ
遺
跡
の
研
究

史
を
調
べ
る
過
程
で
豊
後
大
野

市
教
育
委
員
会
の
豊
田
徹
士
氏

よ
り
、
豊
後
大
野
市
図
書
館
の

秋
葉
文
庫
に
手
書
き
の
「「
ク

ル
ス
バ
」
と
了
仁
寺
」
と
題
さ

れ
た
伊
東
東
氏
の
手
稿
が
蔵
さ

れ
て
い
る
こ
と
を
知
り
、
そ
の

原
稿
を
読
ん
だ
こ
と
が
始
ま
り

で
あ
る
（
写
真
二
）。
そ
の
時

の
詳
細
に
つ
い
て
は
拙
稿
「
御
霊
園
ク
ル
ス
バ
遺
跡
の
調
査
」
の
な
か
で
「
ク
ル
ス

バ
と
伊
東
東
」
と
題
し
て
記
し
て
お
い
た
が
、
遺
跡
の
観
察
の
正
確
さ
、
計
測
値
の

的
確
さ
、
推
論
の
確
か
さ
に
は
目
を
見
張
る
も
の
が
あ
っ
た
。
私
た
ち
が
平
板
測
量

調
査
を
通
し
て
現
地
で
観
察
し
た
結
果
と
同
じ
成
果
が
当
時
の
尺
貫
法
で
記
さ
れ
、

さ
ら
に
石
造
物
の
一
部
に
つ
い
て
実
測
が
試
み
ら
れ
て
い
た
。
当
時
は
携
帯
で
き
る

写
真
機
や
平
板
も
な
く
、
お
そ
ら
く
何
ら
か
の
物
差
し
と
磁
石
だ
け
を
使
っ
て
行
わ

れ
た
も
の
で
あ
る
。

伊
東
東
の
論
文
「「
ク
ル
ス
バ
」
と
了
仁
寺
」
に
つ
い
て

― 
大
分
県
野
津
の
ク
ル
ス
バ
遺
跡
踏
査
一
世
紀
を
記
念
し
て 

―

　

田　

中　

裕　

介

資
料
紹
介

写真１　西寒田クルスバ遺跡新発見の石造十字架碑
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八
九

　

こ
の
手
稿
の
末
尾
に
、
こ
の
原
稿
を
大
分
日
日
新
聞
に
掲
載
し
た
と
の
記
事
が

あ
っ
た
。
そ
こ
で
そ
の
新
聞
を
探
し
た
の
だ
が
、
大
分
県
立
図
書
館
や
県
内
の
図
書

館
に
も
な
く
、
ま
た
一
九
八
〇
年
代
に
行
わ
れ
た
大
分
県
史
編
纂
事
業
の
中
で
も
収

集
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
。
し
た
が
っ
て
大
分
日
日
新
聞
は
今
日
幻
の
新
聞
で
あ

る
。
そ
の
た
め
大
分
日
日
新
聞
の
記
事
か
ら
の
引
用
が
、
そ
の
後
の
大
分
県
内
の
郷

土
誌
や
地
方
史
研
究
誌
を
含
め
て
ま
っ
た
く
な
い
こ
と
も
、
こ
の
新
聞
自
体
が
普
及

し
な
か
っ
た
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。
わ
ず
か
に
大
分
日
日
新
聞
は
一
九
一
一
（
明
治

四
四
）
年
創
刊
の
中
立
系
新
聞
で
昭
和
一
三
年
ま
で
刊
行
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
を
辞

書
や
概
説
書
類
で
知
る
の
み
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
伊
東
氏
の
原
稿
が
い
つ
ど
の

よ
う
な
形
で
掲
載
さ
れ
た
の
か
不
明
な
ま
ま
で
あ
っ
た
。

　

と
こ
ろ
が
灯
台
も
と
暗
し
。
伊
東
氏
の
学
問
的
交
流
の
背
景
を
さ
ぐ
ろ
う
と
秋
葉

文
庫
に
残
さ
れ
た
書
簡
を
調
査
に
豊
後
大
野
市
図
書
館
を
訪
れ
た
折
、
几
帳
面
に
整

理
さ
れ
た
十
数
冊
の
新
聞
ス
ク
ラ
ッ
プ
ブ
ッ
ク
が
あ
る
こ
と
を
知
り
、
そ
れ
を
め

く
っ
て
み
た
。
そ
こ
に
は
明
治
四
三
（
一
九
一
〇
）
年
か
ら
伊
東
氏
が
死
去
す
る
昭

和
三
四
（
一
九
五
九
）
年
ま
で
の
歴
史
・
考
古
関
係
の
記
事
が
切
り
抜
か
れ
て
い
る
。

そ
の
な
か
に
大
分
日
日
新
聞
に
掲
載
し
た
「「
ク
ル
ス
バ
」
と
了
仁
寺
」
の
記
事
全

文
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
（
写
真
三
）。
そ
れ
は
新
聞
紙
上
に
七
回
に
わ
た
っ
て
掲
載

さ
れ
た
切
り
抜
き
で
、
末
尾
に
ペ
ン
文
字
で
「
大
正
四
年
三
月
大
分
日
日
新
聞
紙
上

に
発
表
」
と
記
さ
れ
て
公
表
年
月
が
判
明
し
た
の
で
あ
る
。
一
九
一
五
年
三
月
の
こ

と
で
あ
る
。

　

こ
の
発
表
年
を
知
っ
て
あ
ら
た
め
て
驚
き
を
深
く
し
た
。
な
ぜ
な
ら
伊
東
氏
が
ク

ル
ス
バ
を
調
査
し
こ
の
論
文
を
執
筆
し
た
一
九
一
四
年
と
云
う
年
は
、
キ
リ
シ
タ
ン

遺
跡
研
究
の
歴
史
を
ふ
り
か
え
る
と
き
、
前
人
未
到
の
時
期
な
の
で
あ
る
。
ち
な
み

に
長
崎
市
悟
真
寺
に
キ
リ
シ
タ
ン
墓
碑
が
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
新
村
出
等
の
調
査

写真２　私製の原稿用紙に書かれた原稿（１頁）

写真３　スクラップブックの新聞記事
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九
〇

が
一
九
一
七
（
大
正
六
）
年
六
月（
註
二
）、

島
原
半
島
で
の
森
豊
造
の
墓
碑
調
査
が
本

格
化
す
る
の
も
同
じ
一
九
一
七
年
か
ら
で（
註
三
）、

京
都
に
お
け
る
墓
碑
の
発
見
が
同

年
の
八
月（
註
四
）、

摂
津
茨
木
で
の
藤
波
大
超
に
よ
る
墓
碑
発
見
が
一
九
二
〇
（
大
正

九
）
年
の
こ
と
で
あ
る（
註
五
）。

　

一
九
一
七
年
大
正
六
年
は
ロ
シ
ア
革
命
の
年
で
あ
る
が
、
キ
リ
シ
タ
ン
墓
碑
発
見

の
報
が
全
国
を
巡
り
、
キ
リ
シ
タ
ン
遺
物
の
研
究
が
始
ま
っ
た
年
と
し
て
も
記
憶
さ

れ
る
。
そ
れ
ら
の
調
査
の
集
大
成
が
一
九
二
三
（
大
正
一
二
）
年
の
京
都
大
学
文
学

部
考
古
学
研
究
室
に
よ
る
報
告
『
吉
利
支
丹
遺
物
の
研
究
』（
註
六
）で

あ
っ
た
。
こ
の

よ
う
に
研
究
が
一
気
に
進
み
全
国
の
研
究
者
が
関
心
を
向
け
る
時
期
と
云
う
も
の
が

研
究
史
上
に
は
あ
る
が
、
伊
東
氏
の
研
究
は
そ
れ
に
先
立
ち
、
ま
っ
た
く
先
行
研
究

が
な
く
、
無
名
の
一
郷
土
史
家
と
し
て
、
研
究
者
同
士
の
横
の
つ
な
が
り
も
な
く
独

立
し
て
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
惜
し
む
ら
く
は
調
査
に
お
い
て
確
実
な
キ
リ
シ
タ

ン
遺
物
の
発
見
が
な
く
、
キ
リ
シ
タ
ン
遺
跡
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
と
の
推
論
に
と

ど
ま
っ
た
た
め
、
ク
ル
ス
バ
遺
跡
へ
の
関
心
は
広
が
ら
ず
、
大
分
県
在
住
の
研
究
者

で
あ
る
久
多
羅
木
儀
一
郎
氏
や
マ
レ
オ
・
マ
レ
ガ
氏
に
よ
っ
て
そ
の
後
も
注
目
さ
れ

た（
註
七
）が

、
い
つ
し
か
顧
み
ら
れ
る
こ
と
が
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。

二　

伊
東
東
氏
と
い
う
人
物

　

伊
東
東
（
い
と
う　

あ
ず
ま
）
は
大
分
県
大
野
郡
三
重
町
在
住
の
酒
造
業
者
・
地

方
政
治
家
・
歴
史
研
究
者
で
あ
る
（
一
八
八
六
〜
一
九
五
九
）（
註
八
）。「

石
仏
」
あ

る
い
は
「
祐
信
」
と
号
す
。
父
伊
東
基
は
大
正
初
年
に
三
重
町
長
を
務
め
た
。
伊
東

東
氏
自
身
も
一
九
二
五
（
大
正
一
四
）
年
か
ら
地
元
三
重
町
議
会
議
員
を
五
期
以
上

勤
め
、
昭
和
一
八
年
か
ら
二
〇
年
の
終
戦
前
後
に
は
三
重
町
長
を
務
め
て
い
る
。
臼

杵
中
学
校
卒
業
後
、
陸
軍
に
入
隊
（
の
ち
陸
軍
少
尉
）
そ
の
ご
税
務
官
吏
と
な
り
、

大
正
元
（
一
九
一
二
）
年
家
業
の
酒
造
業
を
継
ぐ
た
め
帰
郷
。
そ
こ
か
ら
郷
土
史
研

究
に
打
ち
込
む
。
日
本
民
俗
学
会
の
当
初
か
ら
の
会
員
で
あ
り
、雑
誌
『
郷
土
研
究
』

の
投
稿
者
と
し
て
柳
田
国
男
と
の
交
流
が
し
ら
れ
、
炭
焼
小
五
郎
伝
説
や
民
話
絵
姿

女
房
の
資
料
提
供
者
で
あ
る
。
一
九
一
四
（
大
正
三
）
年
臼
杵
石
仏
調
査
に
訪
れ
た

小
川
琢
冶
・
島
田
貞
彦
と
も
接
触
が
あ
り
、
昭
和
初
期
の
考
古
学
者
と
の
文
通
も
多

い
（
秋
葉
文
庫
蔵
）。
史
料
に
基
づ
い
た
民
話
研
究
や
、
古
典
籍
の
復
刻
を
行
っ
た

ほ
か
に
、
キ
リ
シ
タ
ン
関
係
の
研
究
と
し
て
は
臼
杵
市
野
津
町
の
寺
小
路
磨
崖
ク
ル

ス
の
最
初
の
報
告
者
で
あ
り（
註
九
）、

彼
が
実
査
し
た
遺
跡
の
観
察
に
つ
い
て
は
そ
の

記
述
は
確
か
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
久
多
羅
木
氏
も
認
め
て
い
た
ら
し
く
、『
大
分

県
史
蹟
名
勝
天
然
記
念
物
報
告
』
に
の
せ
る
キ
リ
シ
タ
ン
関
係
の
遺
跡
紹
介
で
は
、

ク
ル
ス
バ
と
寺
小
路
磨
崖
ク
ル
ス
に
つ
い
て
無
条
件
に
伊
東
氏
の
文
章
を
引
用
し

て
、
記
述
に
い
っ
さ
い
の
変
更
を
行
っ
て
い
な
い（
註
一
〇
）。

三　

こ
の
論
文
が
書
か
れ
た
経
緯  

― 

雑
誌
『
郷
土
研
究
』
誌
上
の
問
答

　

一
九
一
三
（
大
正
二
）
年
三
月
に
創
刊
さ
れ
た
高
木
敏
雄
・
柳
田
国
男
主
催
の
月

刊
雑
誌
『
郷
土
研
究
』（
郷
土
研
究
社
刊
）
に
は
、
創
刊
号
か
ら
誌
上
問
答
と
云
う

ユ
ニ
ー
ク
な
記
事
欄
が
あ
っ
た
。
会
員
読
者
の
様
々
な
民
俗
事
例
・
郷
土
遺
跡
の
質

問
に
対
し
て
識
者
や
他
の
地
方
会
員
が
答
え
、
複
数
号
に
も
わ
た
っ
て
議
論
が
行
わ

れ
る
と
い
う
興
味
深
い
編
集
が
行
わ
れ
た
。
伊
東
氏
は
そ
の
誌
上
問
答
欄
に
投
稿
を

始
め
る
こ
と
で
研
究
を
始
め
た
。
伊
東
氏
の
論
文
が
執
筆
さ
れ
る
発
端
と
な
っ
た
の

は
次
の
問
答
か
ら
で
あ
る
。

　

○
大
峰
古
日
「
問
（
四
七
）」『
郷
土
研
究
』
一
巻
八
号　

一
九
一
三
（
大
正
二
）

年
一
〇
月
刊
、
の
中
で
最
初
の
問
い
か
け
が
行
わ
れ
る
。　

　
「
ク
ル
ス
バ
と
い
う
も
の
あ
り
。
太
宰
管
内
志
に
神
洞
随
筆
を
引
き
て
、
豊
後
大

野
郡
野
津
院
の
附
近
に
、
山
野
の
地
十一

八
ｍ間

四
方
ば
か
り
を
三九

〇
㎝尺

ほ
ど
堤
に
て
囲
ひ
、

中
央
に
中
凹
な
る
石
を
立
つ
、
之
を
ク
ル
ス
バ
と
云
ひ
、
切
支
丹
を
罪
に
行
ひ
し
處
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九
一

と
も
又
は
此
徒
の
邪
法
を
修
せ
し
處
と
も
云
ふ
と
あ
る
。
此
事
を
今
少
し
詳
し
く
知

り
た
い
が
、
書
物
又
は
口
碑
を
ご
承
知
無
い
か
。
大
分
県
の
諸
氏
殊
に
は
尾
立
氏
三

浦
氏
等
の
研
究
家
に
お
尋
ね
し
ま
す
。」
と
い
う
、『
太
宰
管
内
志
』（
註
一
一
）に

ひ
く

ク
ル
ス
バ
に
つ
い
て
の
問
い
が
な
さ
れ
、
こ
れ
に
こ
た
え
て
、
以
下
の
よ
う
に
中
尾

氏
と
三
浦
氏
か
ら
の
回
答
が
な
さ
れ
た
。

　

○
中
尾
清
太
郎
氏
「
答
（
四
七
）」『
郷
土
研
究
』
一
巻
一
二
号　

一
九
一
四
（
大

正
三
）
年
二
月
刊　

は

　
「「
ク
ル
ス
バ
」
と
云
ふ
の
は
、
十ク

ル

ス
字
架
の
所
の
意
味
で
其
十
間
四
方
ば
か
り
を
囲

ん
だ
所
と
云
ふ
の
は
、神
の
聖
壇
で
中
央
の
中な

か
く
ぼ凹

の
石
は
聖
水
盤
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。

即
ち
其
處
は
伴バ

テ
レ
ン

天
連
が
洗
礼
を
施
し
た
り
、
又
信
者
が
十
字
を
切
っ
た
所
で
あ
り
ま

し
ょ
う
。
さ
う
云
ふ
こ
と
は
天
主
教
や
希ギ

リ
シ
ャ臘

教
の
教
義
が
わ
か
れ
ば
、
直
ち
に
判
断

の
つ
く
こ
と
と
思
い
ま
す
。」
と
の
解
釈
が
し
め
さ
れ
、

　

○
三
浦
魯
一
氏
「
答
（
四
七
）」『
郷
土
研
究
』
二
巻
二
号　

一
九
一
四
（
大
正
三
）

年
四
月
刊　

で
は

　
「「
ク
ル
ス
バ
」
は
豊
後
大
野
郡
野
津
院
の
内
野
津
市
か
ら
北
一
里
を
距
る
黍き

び

野の

村

に
あ
り
、
同
地
に
了

り
ょ
う

仁に
ん

寺
と
云
ふ
寺
あ
り
て
、
之
れ
は
基
督
教
の
寺
院
で
あ
っ
た
が

今
は
な
い
。
豊
後
国
志
に
も
了
仁
寺
の
事
で
あ
ろ
う
、
大
野
郡
三
重
郷
宮
尾
村
に
了

因
寺
と
云
ふ
寺
を
あ
げ
、
天
文
年
間
此
寺
を
創
む
と
あ
れ
ば
因
と
仁
と
の
相
違
で
、

且
大
友
宗
麟
が
大
に
キ
リ
ス
ト
教
を
奉
じ
豊
後
の
柞ゆ

す

原は
ら

八
幡
宮
、
豊
前
宇
佐
宮
、
求く

菩ぼ

て提
山
、
筑
前
安
楽
寺
、
箱
崎
、
香
椎
両
宮
、
肥
後
阿
蘇
宮
等
の
領
地
を
没
収
し
彦

山
の
寺
を
焼
き
な
ど
せ
し
時
と
一
致
し
て
居
る
。
猶
詳
細
は
他
日
永
々
と
記
し
、
御

参
考
に
供
し
ま
せ
う
。」
と
答
え
た
。
ク
ル
ス
バ
の
所
在
地
を
特
定
し
、
了
仁
寺
に

つ
い
て
新
た
な
問
題
を
提
供
し
た
。

　

こ
の
記
事
を
読
ん
だ
伊
東
氏
の
回
答
が
以
下
の
文
章
で
あ
る
。
こ
の
時
点
で
伊
東

氏
は
『
郷
土
研
究
』
誌
上
問
答
欄
に
二
巻
五
号
、
二
巻
六
号
と
ほ
か
の
問
題
に
対
し

て
連
続
投
稿
し
て
い
る
。
三
浦
氏
の
間
違
い
、
特
に
了
仁
寺
が
廃
寺
で
な
い
こ
と
は

地
元
在
住
者
と
し
て
す
ぐ
に
き
づ
い
た
も
の
と
み
え
る
が
、
ク
ル
ス
バ
に
つ
い
て
は

黍
野
村
に
あ
る
と
い
う
こ
の
三
浦
氏
の
記
事
を
も
と
に
、
探
索
と
踏
査
を
試
み
た
の

で
あ
る
。三
浦
魯
一
氏
は
大
分
県
速
見
郡
南み

な
み
は
た端

村（
現
日
出
町
）の
僧
侶
、や
は
り『
郷

土
研
究
』
誌
の
会
員
で
、こ
の
問
答
を
き
っ
か
け
に
伊
東
東
氏
と
交
際
が
は
じ
ま
り
、

一
九
四
三
（
昭
和
一
八
）
年
ま
で
の
書
簡
が
秋
葉
文
庫
に
残
さ
れ
て
い
る
。

　

○
伊
東
東
氏
「
答
（
四
七
）」『
郷
土
研
究
』
二
巻
七
号　

一
九
一
四
（
大
正
三
）

年
九
月
刊　

　
「
豊
後
の
ク
ル
ス
バ
に
就
て
先
に
三
浦
魯
一
氏
の
出
さ
れ
た
る
答
（
二
巻
一
二
六

頁
）
に
、
了
仁
寺
今
は
無
し
と
あ
れ
ど
も
誤
な
り
。
了
仁
寺
は
今
も
儼
存
す
。
小
生

が
今
日
ま
で
に
知
り
た
る
ク
ル
ス
バ
は
二
ヶ
所
あ
り
。
一
は
大
野
郡
戸と

の

上う
え

村
大
字

烏う
が
く嶽

字
波は

つ津
久く

の
久く

ぼ保
と
呼
ぶ
小
松
林
に
在
り
。
委く

わ

し
く
所
在
地
を
示
さ
ば
、
陸
地

測
量
部
五
万
分
一
地
形
図
「
犬い

ぬ
か
い飼

」
号
の
中
、
野
津
市
よ
り
犬
飼
に
通
ず
る
国
道
に

沿
ひ
、
波
津
久
と
云
ふ
部
落
は
あ
り
。
其
「
波
」
の
字
の
東
方
に
當
り
標
高
百
米メ

ー
ト
ル突

の
主
曲
線
が
弦
月
の
や
う
に
な
っ
て
居
る
、
其
付
近
で
あ
る
。
一
の
地
区
が
長
方
形

に
画
せ
ら
れ
、
短
辺
約
十二

一

、

一
間
四一

二
ｍ尺

、
長
辺
約
十二

四

、

三
間
二一

四
ｍ尺

の
土
手
あ
り
。
但
し
其

北
辺
（
正
北
に
非
ず
稍
東
に
偏
す
る
が
如
し
）
の
み
は
自
然
地
よ
り
二六

一
㎝尺

ば
か
り
掘

下
げ
て
あ
る
也
。
土
手
の
高
さ
二六

七
〜尺

三七

三

㎝
四
寸
、幅
は
底
部
に
お
い
て
十三

，〇
三
ｍ尺

ほ
ど
な
り
。

所
謂
「
中
央
に
中
凹
な
る
石
」
な
る
も
の
は
終
に
発
見
し
得
ず
、
唯
文１

８
０
９化

六
年
に
建

て
た
る
墓
表
あ
る
の
み
。
ま
た
此
中
に
近
頃
付
近
の
山
や
畠
よ
り
持
込
み
た
り
と
云

ふ
五
輪
塔
の
破
片
数
箇
あ
り
。旧
来
の
石
片
と
混
淆
し
て
識
別
す
る
こ
と
難
か
り
き
。

今
一
箇
所
は
同
村
大
字
西さ

さ
む寒

田た

の
松
原
・
御ご

り
ょ
う
そ
の

霊
園
・
細ほ

そ

口ぐ
ち

と
云
ふ
三
部
落
の
境
界
、

や
は
り
松
林
の
中
に
在
り
。
同
じ
地
図
三

路
の
附
近
な
り
。
土
人
は
之
を
フ
ル
ス

ボ
ま
た
は
フ
ル
ス
バ
と
云
ふ
居
れ
り
。
此
方
は
東
北
の
一
辺
の
み
土
手
に
て
、
他
の

三
辺
は
自
然
地
よ
り
二
尺
ほ
ど
高
し
。長
辺
十二

六

、

四
間
四五

五
ｍ尺

短
辺
十二

二

、

二
間
二三

三
ｍ尺

に
し
て
、



伊東東の論文「「クルスバ」と了仁寺」について（田中）

九
二

其
対
角
線
は
方
位
と
一
致
す
る
が
如
し
。
然
る
に
中
凹
の
石
な
る
も
の
此
処
に
も
之

を
見
る
能
わ
ず
。
唯
中
央
部
に
（
一
）
方
四一

二
一
㎝尺

の
平
ら
な
る
石
と
、（
二
）
長
四一

三尺

四五

㎝寸
五
分
に
し
て
は
幅
は
一
尺
余
、
其
端
の
一三

九尺
三㎝分
を
除
く
外
は
一五

、寸
八五

㎝分
の
面

を
取
り
た
る
も
の
と
、（
三
）
長
さ
五一

七尺
六〇

㎝寸
に
し
て
幅
七二

一
㎝寸

、
一
方
の
角
に
円
み

を
附
け
て
あ
る
も
の
と
合
せ
て
三
箇
の
石
が
、
東
南
側
の
一
辺
に
併
行
し
て
三
の
字

形
に
、
半
ば
地
中
に
埋
れ
て
何
れ
も
全
部
の
厚
さ
を
知
る
能
わ
ざ
る
も
、
四一

二
㎝寸

乃
至

六一
八
㎝寸

地
上
に
露
出
し
て
横
た
わ
る
を
見
る
。
第
二
の
石
（
中
央
の
も
の
）
は
柱
状
の

石
材
が
倒
れ
た
る
如
く
想
像
せ
ら
る
。
第
三
の
物
は
内
面
に
文
字
の
形
跡
あ
れ
ど
読

む
べ
か
ら
ず
。
其
他
無
数
の
石
材
散
乱
し
居
り
、
若
し
之
を
図
上
に
表
し
復
元
し
て

見
る
な
ら
ば
、
或
は
意
外
な
る
発
見
無
し
と
せ
ざ
ら
ん
も
、
日
没
に
な
り
て
已
む
な

く
帰
途
に
就
き
た
り
。
蓋
し
管
内
志
の
記
事
に
三九

一
㎝尺

ば
か
り
の
堤
と
あ
る
は
必
ず
し

も
ク
ル
ス
バ
の
要
件
に
非
ず
。
外
部
の
高
き
と
き
は
掘
下
げ
、
低
き
と
き
は
置
土
を

し
た
る
を
見
る
も
、
土
手
は
単
に
地
形
の
要
求
に
応
じ
た
る
一
種
の
方
法
に
過
ぎ
ざ

り
し
を
知
れ
り
。
只
中
凹
の
石
の
実
物
を
見
る
を
得
ざ
り
し
は
遺
憾
成
り
。
猶
ク
ル

ス
バ
に
関
す
る
自
分
の
研
究
は
機
を
以
て
之
を
公
表
す
べ
し
。（
豊
後
三
重
）」

　

と
回
答
し
、
了
仁
寺
が
廃
寺
で
は
な
く
現
存
す
る
こ
と
を
述
べ
、
ク
ル
ス
バ
遺
跡

が
二
カ
所
あ
る
こ
と
を
詳
細
的
確
な
現
地
調
査
報
告
と
と
も
に
の
べ
て
い
る
。
以
上

問
答
の
回
答
と
し
て
は
異
例
の
長
さ
で
あ
る
。
参
考
の
た
め
に
文
中
の
五
万
分
の
一

地
図
を
掲
載
す
る
（
図
一
）。

　

こ
こ
で
文
末
に
記
さ
れ
た
「
ク
ル
ス
バ
に
関
す
る
自
分
の
研
究
は
機
を
以
て
之
を

公
表
す
べ
し
」
と
い
う
論
文
こ
そ
以
下
に
紹
介
す
る
「「
ク
ル
ス
バ
」
と
了
仁
寺
」

そ
の
も
の
で
あ
り
、執
筆
時
期
は
三
浦
魯
一
氏
の
回
答
が
出
た
一
九
一
四
（
大
正
三
）

年
四
月
か
ら
ク
ル
ス
バ
の
部
分
だ
け
を
投
稿
し
た
一
九
一
四
年
九
月
ま
で
の
間
で
あ

る
と
推
測
さ
れ
、
踏
査
も
そ
の
間
に
行
わ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
論
文
「「
ク
ル
ス
バ
」
と
了
仁
寺
」
は
一
九
一
四
（
大
正
三
）
年
の

雑
誌
『
郷
土
研
究
』
誌
上
の
問
答
の
中
か
ら
短
期
間
に
生
み
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
評
価
す
べ
き
は
伊
東
氏
の
現
地
で
観
察
し
考
え
る
と
い
う
実
証
力
で
あ
ろ

う
。
他
人
の
目
に
よ
る
文
献
の
み
に
た
よ
ら
ず
、
現
地
の
地
形
、
遺
構
、
遺
物
（
石

造
物
）
の
観
察
と
記
録
に
徹
し
、
事
物
に
も
と
づ
き
的
確
な
推
論
を
行
う
た
し
か
な

考
古
学
的
思
考
力
を
も
っ
て
い
る
こ
と
が
伺
え
る
。

図1　一世紀前の野津のクルスバ（陸地測量部５万分の１「犬飼」明治 36：1903 年測量図より）
 １  西寒田クルスバ　２  西寒田神社　３  鍋田城　４  鍋田墓地　５  了仁寺
 ６  波津久クルスバ　７  下藤キリシタン墓地　８  寺小路磨崖十字架
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九
三

四　

原
稿

　

現
在
豊
後
大
野
市
図
書
館
の
秋
葉
文
庫
に
「「
ク
ル
ス
バ
」
と
了
仁
寺
」
と
専
用

の
原
稿
用
紙
に
墨
書
さ
れ
た
伊
東
東
氏
の
原
稿
が
残
さ
れ
て
い
る
（
写
真
二
）。
別

に
ス
ク
ラ
ッ
プ
ブ
ッ
ク
に
大
分
日
日
新
聞
か
ら
の
切
り
抜
き
記
事
が
張
り
付
け
ら
れ

て
い
る
（
写
真
三
）。
両
者
を
比
較
す
る
と
文
意
に
変
更
は
な
い
が
、
大
分
日
日
新

聞
の
方
が
よ
り
詳
細
に
な
っ
て
い
る
箇
所
が
お
お
く
、
お
そ
ら
く
入
稿
後
か
な
り
入

念
な
校
正
が
行
わ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
い
っ
ぽ
う
新
聞
紙
と
云
う
制
約
上
、
西
寒
田

ク
ル
ス
バ
の
石
造
物
平
面
図
と
了
仁
寺
梵
鐘
銘
は
省
略
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
よ
う

で
あ
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
こ
の
手
稿
は
一
九
一
四
（
大
正
三
）
年
に
書
か
れ
、一
九
一
五
（
大

正
四
）
年
の
大
分
日
日
新
聞
掲
載
時
に
修
正
が
な
さ
れ
て
い
る
と
判
断
さ
れ
る
。
今

回
は
省
略
さ
れ
て
い
た
平
面
図
と
梵
鐘
銘
を
掲
載
す
る
と
と
も
に
、
大
分
日
日
新
聞

版
を
底
本
に
、
手
稿
に
あ
る
記
載
を
﹇　

﹈
内
に
記
載
し
た
。
ま
た
引
用
し
た
文
献

に
は
『
』
な
い
し
「
」
を
つ
け
て
読
み
や
す
く
し
た
。
又
地
名
難
読
語
な
ど
に
は
ル

ビ
を
振
っ
た
。

五　

本
文

　
「
ク
ル
ス
バ
」
と
了
仁
寺

　
　
　
　

桃
山
時
代
﹇
三
、四
百
年
前
﹈
に
於
け
る
豊
後
天
主
教
の
遺
跡

　
　
　
　
﹇
三
浦
魯
一
氏
の
一
読
を
望
む
﹈

　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

三
重　

　

伊　

東　

祐　

信　
﹇
東
﹈

　

嘗か
つ

て
『
太
宰
管
内
志
』
を
読
め
る
時
大
野
郡
野
津
院
の
条
下
に
、『
神
洞
随
筆
』

を
引
き
て
、

「
野
津
市
よ
り
北
一
里
に
黍
野
村
了
仁
寺
と
て
聊

い
さ
さ
かな

る
寺
あ
り
。
是
は
大
友
宗

麟
の
時
邪
法
を
深
く
信
じ
る
も
の
多
か
り
し
を
其
后
天
下
治
り
て
此
宗
旨
を
信

ず
る
者
を
儘

こ
と
ご
と
くく

つ罪

み
な
ひ
て
、
さ
て
其
死
骸
を
か
め
に
入
れ
て
皆
埋
み
た
る

上
に
門
徒
宗
の
寺
を
つ
く
る
。
今
の
了
仁
寺
そ
れ
な
り
。
さ
て
此
処
よ
り
二
三

里
の
内
往
往
に
「
ク
ル
ス
バ
」
と
云
う
も
の
あ
り
。
そ
は
山
野
の
内
に
し
て
十

間
四
方
許ば

か
りあ

り
。
そ
の
め
ぐ
り
に
堤
の
高
さ
三
尺
許
な
る
を
作
て
、
さ
て
其
の

中
に
石
を
立
て
た
り
。
其
石
の
上
は
、
く
ぼ
み
あ
り
て
、
手
水
鉢
に
似
た
り
是

か
の
つ
み
に
行
わ
れ
し
人
ど
も
の
邪
法
を
行
ひ
し
處
な
り
と
語
つ
た
え
た
り
と

云
々
」。

の
一
文
あ
る
を
見
て
現
況
果
し
て
如
何
と
の
事
に
想
到
し
て
実
査
を
試
み
ん
と
思
い

立
ち
し
事
屡し

ば
し
ばな

り
き
。

　

然
る
に
雑
誌
『
郷
土
研
究
』
第
一
巻
第
八
号
に
大
峰
古
日
氏
は
「
管
内
志
」
を
読

み
て
、
ク
ル
ス
バ
に
就
き
文
献
又
は
口
碑
を
求
め
ら
れ
た
り
。
此
質
問
に
応
じ
た
る

は
今
日
迄
中
尾
清
太
郎
氏
と
三
浦
魯
一
氏
な
り
と
す
。
中
尾
氏
同
誌
第
一
巻
第
十
二

号
に
於
い
て
答
え
て
曰
く

「「
ク
ル
ス
バ
」
と
云
う
の
は
、
十ク

ル

ス
字
架
の
所
の
意
味
で
其
十
間
四
方
ば
か
り
を

囲
ん
だ
と
こ
ろ
と
云
う
の
は
、
神
の
聖
壇
で
中
央
の
中
凹
の
石
は
聖
水
盤
で
あ

り
ま
し
ょ
う
。
即
ち
其
処
は
伴
天
連
が
洗
礼
を
施
し
た
り
、
又
信
者
が
十
字
を

切
っ
た
所
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
さ
う
云
う
こ
と
は
天
主
教
や
希
臘
教
の
教
義
が

わ
か
れ
ば
、
直
ち
に
判
断
が
つ
く
こ
と
と
思
ひ
ま
す
。」

　

三
浦
氏
第
二
巻
第
二
号
に
答
え
て
曰
く

「「
ク
ル
ス
バ
」
は
豊
後
大
野
郡
野
津
院
の
内
野
津
市
か
ら
北
一
里
を
隔
る
黍
野

村
に
あ
り
、同
地
に
了
仁
寺
と
云
う
寺
あ
り
て
、之
れ
は
基
督
教
の
寺
院
で
あ
っ

た
が
今
は
な
い
。
豊
後
国
志
に
も
了
仁
寺
の
事
で
あ
ろ
う
、
大
野
郡
三
重
郷
宮

尾
村
に
了
因
寺
と
云
ふ
寺
を
あ
げ
、
天
文
年
間
此
寺
を
創
む
と
あ
れ
ば
、
因
と
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仁
と
の
相
違
で
、
且
つ
大
友
宗
麟
が
大
に
キ
リ
ス
ト
教
を
奉
じ
豊
後
の
柞
原
八

幡
宮
、
豊
前
宇
佐
宮
、
求
菩
提
山
、
筑
前
安
楽
寺
、
箱
崎
、
香
椎
両
宮
、
肥
後

阿
蘇
宮
等
の
領
地
を
没
収
し
彦
山
の
寺
を
焼
き
な
ど
せ
し
時
と
一
致
し
て
居

る
。
猶
詳
細
は
他
日
永
々
と
記
し
ご
参
考
に
供
し
ま
せ
う
。」

　

中
尾
氏
の
答
は
首
肯
せ
し
む
る
に
足
る
と
雖い

え
ども

、
三
浦
氏
の
答
に
至
り
て
は
堂
々

た
る
論
説
な
ど
の
如
く
、
深
く
追
究
す
る
の
要
な
し
と
す
る
も
豊
後
出
身
の
君
の
言

と
し
て
受
取
り
難
き
点
あ
り
。『
郷
土
研
究
』
生
れ
て
日
尚
浅
き
と
雖
も
中
央
の
学

術
雑
誌
な
り
、
只た

だ

に
肯
綮
に
中あ

た

ら
ざ
る
の
み
な
ら
ず
或
は
誤
り
を
伝
え
ざ
る
な
き
か

を
恐
る
。
以
下
所
見
を
述
べ
て
一
考
を
乞
わ
ん
と
す
。
氏
の
答
を
一
読
す
る
に
前
段

に
於
て
「
ク
ル
ス
バ
」
の
位
置
を
黍
野
と
決
定
し
、
中
段
に
於
て
現
存
の
了
仁
寺
の

存
在
を
認
め
ず
、
最
後
に
了
仁
寺
を
了
因
寺
の
事
な
ら
ん
と
疑
ふ
。
書
の
み
読
み
て

実
地
に
闇
き
人
に
は
尤も

っ
とも

な
る
答
辞
な
る
も
、
余
を
し
て
忌
憚
な
く
云
わ
し
め
ば
、

前
段
は「
管
内
志
」の
記
事
に
よ
り
、直
ち
に
了
仁
寺
の
所
在
地
を
以
て「
ク
ル
ス
バ
」

の
所
在
地
に
擬
す
、「
管
内
志
」
已
に
云
へ
り
。
此
処
よ
り
二
三
里
の
内
往
々
に
「
ク

ル
ス
バ
」
と
云
も
の
あ
り
と
、
然
ら
ば
其
数
も
確
定
せ
ず
又
村
と
称
す
る
も
封
建
時

代
の
称
に
し
て
、
現
今
の
町
村
制
度
に
て
は
小
字
に
て
二八

〜

三一
二
㎞里

に
亘
る
地
域
の
称
に

あ
ら
ざ
れ
ば
必
ず
し
も
黍
野
と
決
定
す
べ
き
に
も
あ
ら
ず
。
余
の
知
り
得
た
る
二
ヶ

所
の
遺
跡
は
黍
野
以
外
の
地
な
る
に
於
て
を
や
。

　

了
仁
寺
の
存
否
に
就
て
は
『
豊
後
国
志
』
に
記
載
な
き
を
以
て
、
其
の
存
在
を
疑

わ
れ
し
な
ら
ん
も
、『
豊
後
国
志
』の
編
纂
せ
ら
れ
し
は
寛一

八

〇

〇

政
十
二
年
な
り
。
時
に「
管

内
志
」
の
著
者
伊
藤
常
足
は
二
十
七
歳
に
し
て
引
用
せ
る
其そ

の

友
釈
神
洞
の
随
筆
果
し

て
何
年
の
著
作
な
り
し
や
は
知
る
を
得
ざ
る
も
恐
ら
く
寛
政
十
二
年
を
多
く
遡
ら
ざ

る
べ
く
或
ひ
は
国
志
編
纂
以
後
な
る
や
も
知
れ
ず
由
て
み
れ
ば
了
仁
寺
の
現
今
存
在

せ
ず
と
す
る
も
の
も
国
志
編
纂
当
時
の
存
否
を
疑
ふ
事
已
に
早
計
な
る
に
、
厳
然
と

し
て
七一

二
、七
ｍ間

四
面
の
本
堂
と
四七

、二
四
ｍ間

に
七
間
の
庫
裏
九二

，七
三
ｍ尺

四
面
の
楼
門
と
別
に
土
蔵
一

棟
と
、
檀
徒
約
二
千
を
有
し
日
々
読
経
の
声
絶
え
ざ
る
了
仁
寺
を
存
在
せ
ず
と
断
定

せ
し
は
余
り
に
早
計
の
嫌
い
な
き
か
、
況
ん
や
五
万
分
の
一
地
形
図
は
明
か
に
寺
院

の
記
号
を
以
て
其
の
位
置
を
示
せ
る
に
於
い
て
を
や
。
既
に
了
仁
寺
の
存
在
す
る
以

上
、
仁
と
因
の
混
交
せ
し
に
あ
ら
ざ
る
事
は
明
か
に
し
て
、『
臼
杵
小
鑑
』
に
も
両

寺
共
に
記
載
し
あ
り
。『
寺
院
明
細
帳
』
亦
同
じ
、
而
し
て
明
細
帳
了
因
寺
の
条
に

「
本
派
本
願
寺
に
属
し
天一

八

三
保
二
辛二

卯
年
五
月
二
十
日
失
火
之
節
、
累
世
記
録
焼

失
に
付
、
由
緒
不
詳
。
本
堂
六一

〇
，九
ｍ間

四
面
、
庫
裏
四八

，
一
五
ｍ

間
半
に
九
間
、
鐘
堂
七二

，一
二
ｍ尺

四
面
、
門
一一

，八
ｍ間

に
九二

，七
ｍ尺

、
境
内
六二

〇

八

三

百
三
十
坪㎡

、
檀
徒
千
百
三
十
人
」

と
あ
り
。
五
万
分
地
形
図
亦
明
に
寺
院
の
記
号
を
以
て
其
位
置
を
示
せ
り
。
さ
れ
ば

氏
の
後
段
の
仮
定
説
は
根
底
を
失
ふ
も
の
と
云
う
べ
し
。
不
肖
浅
学
薄
聞
に
し
て
修

辞
の
法
を
さ
へ
通
暁
せ
ざ
る
も
茲こ

こ

に
此
の
稿
を
作
り
以
て
氏
の
一
読
を
乞
い
、
そ
の

示
教
を
懇
望
し
併
せ
て
世
の
識
者
の
叱
正
を
乞
わ
ん
と
す
る
所
以
な
り
。

　

余
は
更
に
氏
の
教
を
乞
わ
ん
と
す
る
は
了
仁
寺
を
基
督
教
の
寺
院
と
記
し
出
典
と

「
猶
詳
細
は
他
日
永
々
と
記
し
ご
参
考
に
供
し
ま
せ
う
」
と
『
郷
土
研
究
』
誌
上
に

記
せ
ら
れ
し
事
の
速

す
み
や
かに

発
表
あ
ら
ま
ほ
し
き
事
な
り
。
猶
余
は
了
仁
寺
の
創
建
に
就

き
て
は
少
な
か
ら
ざ
る
興
味
を
有
す
れ
ば
以
下
ク
ル
ス
バ
踏
査
の
状
況
よ
り
了
仁
寺

の
創
建
に
就
き
順
次
私
見
を
述
べ
ん
と
す
。

　

足
利
氏
の
末
葉
よ
り
徳
川
氏
の
初
期
に
亘わ

た

り
、
南
は
薩
南
よ
り
北
は
北
海
の
果は

て

に

至
る
迄
、
隆
盛
を
極
め
時
の
為
政
者
の
心
膽
を
寒
か
ら
し
め
、
其
撲
滅
に
腐
心
せ
し

め
し
天
主
教
の
遺
跡
が
其
巣
窟
な
り
し
豊
後
の
一
角
と
は
云
へ
あ
ら
ゆ
る
手
段
と
方

法
と
を
講
じ
て
其
煙
滅
に
尽
し
た
る
徳
川
時
代
を
経
て
不
完
全
な
る
も
尚
其
遺
跡
を

存
す
る
は
殆
ど
奇
跡
と
も
謂
べ
く
、
考
古
の
資
料
た
ら
ず
ん
ば
あ
ら
ず
。
即
ち
ク
ル

ス
バ
の
現
況
を
知
ら
ん
と
欲
す
る
も
の
余
一
人
の
み
に
あ
ら
ざ
る
べ
け
れ
ば
、
記
し

て
史
蹟
の
闡
明
に
資
せ
ん
と
す
る
は
蓋
し
本
稿
の
主
因
を
為
す
も
の
豈
徒
労
な
ら
む

や
。
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実
査
に
先さ

き
だち

書
面
を
以
て
﹇
知
友
﹈
菊
池
雲
渓
氏
に
地
名
或
は
口
碑
に
依
り
其
遺

跡
の
探
査
を
乞
へ
り
。
往
復
再
三
遂
に
候
補
地
二
ヶ
所
あ
る
の
吉
報
に
接
し
、
一
日

踏
査
を
試
む
。
こ
の
時
菊
地
氏
及
び
戸と

の
う
え上

校
釘
宮
君
親
し
く
東
道
の
労
を
と
ら
れ
し

は
、
深
く
謝
す
る
所
な
り
。

　

其
﹇
踏
査
﹈
結
果
の
大
要
に
就
い
て
は
既
に
『
郷
土
研
究
』
第
二
巻
第
七
号
に
於

い
て
発
表
せ
し
も
、
一
般
読
者
の
参
考
の
為
さ
ら
に
此
処
に
掲
ぐ
と
せ
ん
。
既
に
今

日
迄
知
り
得
た
る
ク
ル
ス
バ
の
遺
跡
は
二
ヶ
所
あ
り
て
、
一
は
戸
上
村
大
字
烏
嶽
字

波
津
久
の
内
ク
ボ
と
称
す
る
所
に
あ
り
。
此
の
地
名
固
よ
り
地
形
に
よ
り
て
な
り
し

も
の
と
も
思
わ
れ
ざ
れ
ば
確
か
に
ク
ル
ス
バ
の
略
な
る
べ
く
、
今
其
位
置
を
五
万
分

一
地
形
図
に
依
り
説
明
せ
ん
に
、
字
丸
田
と
波
津
久
と
の
中
間
に
点
線
路
と
片
点
線

路
の
交
差
点
以
西
に
あ
る
松
林
中
に
し
て
、
点
線
路
以
南
に
あ
る
標
高
百
米メ

ー
ト
ル突

の
主

曲
線
付
近
な
り
。
筒
井
ケ
城
の
山
脚
尽
き
ん
と
す
る
丘
陵
上
に
あ
り
て
、『
日
本
西

教
史
』
に

「
小
山
の
上
に
十
字
架
を
建
て
」「
十
字
架
を
屹
立
し
た
る
山
上
」｢

山
頂
の
十

字
架
」「
山
中
に
建
設
せ
る
十
字
架
」

等
と
諸
所
に
散
見
せ
る
位
置
に
大
体
に
於
い
て
一
致
す
る
を
認
む
。
而
し
て
其
の
地

域
は
東
北
、
西
南
の
二
辺
に
長
く
東
南
、
西
北
の
二
辺
に
短
き
長
方
形
に
し
て
、
西

北
の
境
界
は
自
然
地
よ
り
約
二六

一
㎝尺

掘
下
げ
、
他
の
三
辺
は
底
部
を
幅
十三

ｍ尺
高
さ
二
尺

三
四
寸
の
土
手
を
以
て
囲
み
、
長
辺
約
十
三
間
二
尺
、
短
辺
約
十
一
間
四
尺
あ
り
。

中
央
部
に
於
い
て
遂
に
中
凹
の
石
を
発
見
せ
ざ
り
し
も
、
波
津
久
次
郎
親
次
以
来

十
六
代
供
養
塔
と
銘
あ
る
文一

八
〇化

六六年
建
設
の
碑
及
び
無
数
の
五
輪
塔
の
残
片
散
乱
せ

る
を
見
る
。
於

こ
こ
に
お
い
て是

多
少
「
ク
ル
ス
バ
」
の
遺
跡
た
る
を
疑
う
も
の
あ
ら
ん
も
蓋
し
五

輪
塔
は
近
時
付
近
の
耕
地
或
は
山
林
中
よ
り
持
込
み
し
も
の
に
し
て
、
僅
か
に
一
個

の
供
養
塔
の
為
に
如

か
く
の
ご
と
き斯

広
き
地
域
を
設
け
る
必
要
も
あ
ら
ざ
る
べ
く
、
偶た

ま
た
ま々

塔
の
建

設
に
「
ク
ル
ス
バ
」
を
利
用
せ
し
過
ぎ
ざ
る
べ
し
。
或
は
波
津
久
氏
天
主
教
の
信
者

な
り
し
等
の
こ
と
よ
り
特
に
此
の
地
を
撰
び
し
も
の
な
る
や
も
知
る
べ
か
ら
ず
。

　

他
の
一
ヶ
所
は
戸
上
村
大
字
西
寒
田
に
あ
り
て
細
口
、
松
原
、
御
霊
園
の
三
部
落

の
境
界
に
あ
り
、
前
例
に
従
い
図
上
に
於
て
之
を
指
示
せ
ば
、
大
字
西
寒
田
の｢

田
」

の
字
西
北
に
標
高
百
六
十
米
突
の
閉
塞
曲
線
の
中
に
あ
る
点
線
路
三

点
の
南
方
松

林
中
に
あ
り
。
土
人
称
し
て
「
フ
ル
ス
ボ
」
又
は
「
フ
ル
ス
バ
」
と
云
う
。
之
に
よ

れ
ば
「
ク
ル
ス
バ
」
の
転
訛
な
る
事
明
か
な
り
。

　

此
の
地
は
東
北
の
一
辺
の
み
前
者
と
同
じ
く
土
手
あ
る
も
、
他
の
辺三

方

は
約
三九

一
㎝尺

の

急
斜
面
を
以
て
自
然
地
よ
り
高
く
、
東
北
、
西
南
の
二
辺
は
約
十
二
間
二
尺
、
西
北
、

東
南
の
二
辺
は
約
十
四
間
四
尺
の
長
方
形
に
し
て
北
、
西
、
南
の
三
隅
に
は
方
二
尺

計
り
の
堆
土
あ
り
、
高
さ
略
相
同
じ
。
蓋
し
土
手
を
略
せ
し
よ
り
境
域
を
明
に
せ
ん

為
の
設
備
な
ら
ん
。
此
の
地
に
於
て
も
亦
遂
に
中
凹
の
石
を
発
見
せ
ざ
り
し
も
、
然

れ
ど
も
其
幾
部
を
地
中
に
埋
没
し
、
旧
態
を
存
す
る
も
の
と
認
む
る
は
、
中
央
部
に

於
い
て
東
南
の
辺
に
並
行
し
順
次
三
字
形
を
為
せ
る
三
個
の
石
材
あ
り
。
其
東
南
の

辺
に
近
き
も
の
は
、
方
四
尺
の
正
四
角
形
を
な
し
、
次
は
五
尺
を
隔
て
て
、
幅
一
尺

弐
分
長
さ
五
尺
四
寸
五
分
（
一
尺
三
寸
を
除
く
他
は
稜
を
削
ら
れ
幅
一
寸
八
分
の
平

面
を
作
れ
り
）
あ
り
、
更
に
三
尺
八
分
を
隔
て
、
長
五
尺
六
寸
幅
七
寸
の
二
個
よ
り

な
る
石
材
あ
り
、
外
面
は
稜
な
く
頂
上
は
丸
く
内
面
は
稍
下
れ
る
所
に
稜
あ
り
、
又

地
下
内
面
に
文
字
を
彫
れ
る
痕
跡
あ
る
も
明
か
に
読
む
べ
か
ら
ず
。

　
﹇
配
列
の
位
置
図
示
せ
ば
左
の
如
し
。﹈

　
　
（
図
）（
田
中
註

：

九
六
ペ
ー
ジ
に
伊
東
氏
の
実
測
図
を
の
せ
る
）

　

中
間
の
一
石
は
元
来
其
構
造
よ
り
察
す
る
に
樹
立
せ
る
も
の
の
倒
れ
た
る
も
の
な

る
べ
く
、
そ
の
他
無
数
の
石
材
人
工
を
加
へ
た
る
も
の
加
へ
ざ
る
も
の
此
処
彼
処
に

散
布
す
れ
ど
稚
松
密
生
展
望
自
在
な
ら
ず
、
加
之
夕
陽
方
に
西
山
に
近
く
、
五二

〇
㎞里

の

帰
路
を
急
ぐ
身
は
永
く
停
ま
る
を
得
ず
し
て
発
す
。
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尚
ク
ボ
の
遺
跡
に
於
け
る
東
北
、
及
東
南

の
土
手
に
は
中
央
部
に
近
く
通
路
の
為
め
か

土
手
の
断
絶
せ
る
所
あ
り
。
後
世
或
る
目
的

の
た
め
に
加
工
せ
る
か
の
疑
な
き
に
あ
ら
ざ

れ
ど
も
、
二
ヶ
所
共
後
世
の
作
為
と
も
思
わ

れ
ず
。
フ
ル
ス
ボ
の
土
手
も
北
隅
に
達
せ
ず

通
路
に
要
す
る
幅
の
み
自
然
地
の
儘
に
な
し

あ
り
て
、
明
か
に
旧
来
よ
り
通
路
に
使
用
せ

ら
れ
し
証
は
北
隅
に
も
二六

〇
㎝尺

四
方
の
堆
土
を

設
け
あ
れ
ば
後
人
の
加
工
な
ら
ざ
り
し
を
知

れ
り
。

　

稚
松
雑
草
を
払
い
展
望
を
自
由
な
ら
し

め
、
石
材
の
総
べ
て
を
一
片
の
地
図
上
に
表

す
事
を
得
て
研
究
し
た
ら
ん
に
は
、
更
に
有

益
の
資
料
を
得
る
事
な
き
か
、
切
に
地
方
の

人
士
に
希
ふ
所
は
此
等
の
遺
跡
に
対
し
、
猥

り
に
石
材
を
運
び
去
ら
ず
、
地
形
を
変
ず
る

こ
と
な
く
、
永
く
識
者
の
研
究
に
委
ね
せ
し

め
ん
事
な
り
。

　

以
上
の
二
ヶ
所
の
遺
跡
に
於
い
て
少
く
も

左
の
数
項
を
知
る
を
得
べ
し
。
即
ち

一
、「
ク
ル
ス
バ
」
の
位
置
は
交
通
不
便
な

ら
ざ
る
小
山
即
ち
丘
陵
上
に
設
け
ら
れ
し

事
。

二
、
広
袤
は
数
理
的
に
一
致
せ
ざ
る
も
略
類

図２　西寒田クルスバ遺跡の現在の実測図と伊東氏の実測した石造物の位置
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似
せ
る
﹇
広
袤
の
一
定
せ
ざ
る
﹈
事
。

三
、
土
手
の
必
ず
し
も
具
備
す
べ
き
要
件
な
ら
ざ
る
事
。
即
ち
土
手
は
一
地
域
を
限

定
す
る
手
段
に
し
て
「
ク
ル
ス
バ
」
の
地
域
と
外
地
の
標
高
等
し
き
時
は
堤
を
作

り
、
外
地
の
標
高
大
な
る
時
は
「
ク
ル
ス
バ
」
の
地
域
を
下
げ
て
境
界
を
表
し
、

外
地
の
標
高
少
な
れ
ば
、
外
方
に
向
ひ
急
斜
面
を
以
て
境
界
を
表
示
し
以
て
土
手

を
省
略
せ
る
事
な
り
。

　

余
は
ク
ボ
、
フ
ル
ス
ボ
の
外
未
だ
そ
の
遺
跡
を
知
る
を
得
ず
と
雖
も
戸
上
村
に
は

ク
バ
ル
、
フ
ク
バ
ル
、
カ
ラ
ス
ダ
ケ
、
ク
ロ
サ
カ
等
の
地
名
あ
り
。
或
は
ク
ル
ス
の

転
訛
せ
し
に
あ
ら
ざ
る
か
、
果
し
て
然
り
と
せ
ば
尚
更
の
こ
と
、
さ
な
く
と
も
此
地

は
非
常
な
る
天
主
教
の
隆
盛
な
り
し
所
な
れ
ば
精
査
せ
ば
、
幾
所
の
遺
跡
を
発
見
す

べ
く
、
新
資
料
を
得
る
こ
と
多
か
る
べ
し
。
地
方
有
志
の
注
意
を
望
む
。

　

天
主
教
隆
盛
の
状
況
を
一
言
せ
ん
に
、
此
地
方
が
古
来
よ
り
官
道
に
沿
い
枢
要
な

り
し
に
加
へ
、
大
友
宗
麟
丹
生
嶋
築
城
後
は
交
通
益
々
繁
く
日
向
、
肥
後
の
麾
下
が

臼
杵
に
伺
候
す
る
も
の
皆
此
地
を
通
過
し
、
島
津
氏
と
兵
を
動
か
す
や
其
兵
備
作
戦

上
、
豊
府
臼
杵
に
至
る
交
通
路
の
分
岐
点
に
在
る
野
津
は
、
益
々
重
要
の
地
と
な
り
、

し
か
も
宗
麟
が
先
公
墳
墓
の
地
と
し
て
し
ば
し
ば
往
来
せ
し
所
た
り
し
は
、
天
主
教

宣
教
師
の
着
眼
せ
し
所
な
る
べ
く
、
扨さ

て
こ
そ
隆
盛
に
趣
け
る
な
り
け
り
。

　
『
日
本
西
教
史
』
に
「
ノ
セ
ン
」
又
は
能
勢
と
訳
せ
し
も
の
當ま

さ

に
野
津
又
は
、
野

津
院
な
る
べ
く
、
余
は
直
覚
的
に
し
か
断
定
す
る
も
の
な
り
。「
ノ
セ
ン
」
及
び
能

勢
即
ち
野
津
に
関
す
る
記
事
の
繁
を
顧
み
ず
、
試
み
に
列
挙
せ
ば

「
臼
杵
の
庁
を
国
境
に
或
る
一
市
街
ノ
セ
ン
に
遷
移
せ
り
」﹇
按
に
国
境
と
あ
る
も

外
人
地
理
に
暗
く
郡
と
混
ぜ
し
か
。﹈

「
プ
ロ
エ
ー
師
は
国
主
と
共
に
ノ
セ
ン
に
在
り
そ
の
市
街
の
司
長
を
改
宗
せ
し
め

之
を
レ
ヲ
ン
と
名
つ
け
共
妻
を
マ
リ
ー
と
名
付
け
云
々
」

「
ノ
セ
ン
の
市
街
に
於
て
師
父
等
の
邸
宅
を
建
つ
ド
ム
・
レ
ヲ
ン
が
一
の
基
督
寺

院
を
建
立
せ
し
め
た
る
は
此
市
街
に
し
て
基
督
信
者
の
員
数
は
三
千
五
百
人
余
に

至
れ
り
云
々
」

「
ノ
セ
ン
の
市
街
に
於
て
師
父
等
の
居
宅
二
ヶ
所
あ
り
」

「
ド
ム
・
レ
オ
ン
は
能
勢
に
於
て
華
麗
な
る
基
督
寺
を
建
設
せ
り
。
此
等
に
於
て

聖
母
の
祭
日
に
儀
式
を
執
行
す
。此
時
府
内
の
教
院
の
説
教
者
た
る
ゴ
メ
ー
師
は
、

此
寺
に
於
て
他
の
師
父
等
と
会
し
て
祭
式
を
正
行
し
た
り
。
蓋
し
二
三
年
前
は
此

地
に
基
督
信
者
一
人
も
あ
ら
ざ
り
し
に
、
今
此
宗
寺
に
於
て
五
千
人
集
会
せ
る
を

看
て
大
に
喜
悦
せ
り
」

「
薩
摩
の
兵
は
激
烈
な
る
こ
と
決
河
の
如
く
進
撃
し
て
其
途
中
人
に
遇
え
ば
悉
く

之
を
捕
え
又
能
勢
の
市
街
を
奪
掠
し
此
地
に
ド
ム
・
レ
オ
ン
の
建
設
し
た
る
基
督

宗
寺
を
放
火
し
且
つ
十
字
架
を
毀
壊
し
多
く
基
督
信
者
を
捕
獲
し
て
莫
大
な
る
贖

身
金
を
得
ん
と
欲
し
然
る
後
悉
く
斬
殺
し
け
り
又
能
勢
よ
り
臼
杵
に
向
ひ
云
々
」

図（伊東東原図）
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﹇｢

フ
ラ
ン
ソ
ア
ー
（
宗
麟
）
は
夙
に
其
邸
の
裏
門
よ
り
窮
に
出
て
師
父
の
庵
室

に
行
き
礼
拝
を
為
し
、
毎
年
僻
地
に
塵
俗
を
避
け
ん
為
め
能
勢
の
ノ
ウ
イ
シ
ア
に

二（
？
）十

日
、
此
処
の
於
て
八
日
若
し
く
は
十
日
を
過
し
、
そ
の
間
サ
ン
・
イ
ナ
ス
の

行
を
学
び
」」

｢

茲
に
ま
た
能
勢
に
住
す
る
一
人
の
基
督
信
者
あ
り
。
ジ
ョ
ア
シ
ャ
ム
と
名
づ
く
。

此
信
者
は
自
己
の
家
に
礼
拝
堂
を
建
設
し
、
同
教
信
者
等
皆
常
に
此
に
会
し
て
拝

礼
を
為
し
、
師
父
等
が
此
国
を
退
去
せ
し
以
後
ジ
ョ
ア
シ
ャ
ム
は
師
父
等
に
代
り

て
教
授
に
従
事
し
、
既
に
改
宗
洗
礼
を
受
け
た
る
者
三
十
人
あ
り
。
国
主
（
大
友

義
統
）
此
事
を
聞
き
ジ
ョ
ア
シ
ャ
ム
を
殺
さ
ん
と
欲
し
、
士
卒
等
に
之
を
命
じ
け

れ
ば
、
士
卒
等
言
を
設
け
て
此
信
者
を
欺
き
、
之
を
市
外
の
林
中
に
誘
引
し
急
に

之
が
咽
喉
を
刺
し
た
り
。」

　

之
れ
を
以
て
之
れ
を
見
れ
ば
其
天
主
教
廃
興
の
跡
歴
然
と
し
て
一
時
如
何
に
隆
盛

を
極
め
し
か
思
い
中
に
過
ぐ
る
も
の
あ
ら
ん
。「
ク
ル
ス
バ
」
の
遺
跡
の
点
在
亦
宜

な
ら
ず
や
。

　

最
後
に
﹇
三
浦
氏
に
依
り
存
在
を
認
め
ら
れ
ざ
り
し
﹈
了
仁
寺
の
こ
と
を
述
べ
て

此
稿
を
畢
ら
ん
と
す
。
寺
は
大
野
郡
戸
上
村
大
字
烏
嶽
字
黍
野
に
あ
り
。
国
道
路
線

を
波
津
久
に
て
北
に
分
岐
し
、
行
く
こ
と
約
七七

六
四
m丁

、
筒
居
ヶ
城
と
烏
嶽
山
と
の
谷
地

を
西
南
に
流
れ
た
る
渓
流
に
臨
み
宝一

七
五
〇暦

年年

代間
架
設
の
石
橋
を
以
て
通
ず
。
楼
門
を
入

れ
ば
本
堂
あ
り
。
右
に
庫
裏
あ
り
、
回
廊
を
以
て
通
ず
。
境
内
七二

四

二

六

百
三
十
四
坪㎡

、
烏

嶽
山
と
号
し
本
尊
阿
弥
陀
如
来
に
し
て
西
本
願
寺
派
に
属
す
。

　

其
由
緒
に
就
き
て
尤
も
詳
細
な
る
は
了
仁
寺
楼
門
に
在
る
梵
鐘
銘
と
す
。（
記
者

曰　

銘
文
は
遺
憾
な
が
ら
之
を
略
す
）﹇
銘
文
曰
、

「
正
親
町
院
御
宇
、
耶
蘇
宗
始
来
駸
匕
而
、
滋
蔓
干
六
十
州
、
豊
州
特
劇
牟
、
吾

法
於
是
幾
乎
息
也
、
越
数
十
年
、
将
軍
家
光
公
大
驚
禁
遏
蛮
宗
大
厳
、
夫
大
埜
郡

埜
津
邨
是
昔
磨

之
窟
宅
、
寛
文
乙
亥
年
玄
順
承
郡
会
来
此
居
之
、
晝
夜
自
念
仏

化
民
、
其
止
邪
也
、
於
未
形
使
人
日
徒
善
遠
罪
、
而
不
自
知
也
、　

巳
卯
季

本

願
寺
賜
教
如
上
人
影
像
、
遂
名
寺
曰
了
仁
、
寛
文
辛
子
本
寺
受
以
飛
縁
官
、
癸
卯

又
賜
親
鸞
聖
人
之
真
三
朝
高
祖
之
影
上
宮
太
子
之

、
丁
未
郡
主
賜
材
木
、
干
是

伐
木
干
林
、
攻
石
千
山
、
徴
瓦
于
陶
、
遂
命
匠
師
山
崎
氏
重
、
応
而
新
建
、
阿
弥

陀
宝
殿
及
庫
院
之
屬
、
而
列
像
絵
壁
諸
荘
厳
事
、
五
彩
彰
施
赫
奕
亦
既
美
牟
、
凡

寺
所
宜
有
之
具
、
無
不
備
焉
、
往
来
観
者
咸
謂
當
此
末
法
魔
衆
破
敗
之
時
、
能
化

潅
莽
之
墟
、而
為
無
上
宝
坊
、非
賢
且
智
者
能
致
是
乎
、玄
順
為
人

廓
而
有
才
幹
、

自
執
賤
役
幾
忘
寝
食
、
且
営
田
若
干
畝
、
以
資
寺
用
、
九
殿
宇
之
建
、
絲
毫
之
費
、

咸
自
己
出
、
今
年
庚
戊
範
、
銅
鋳
鉅
鐘
、
玄
順
来
謁
求
為
鐘
上
之
銘
、
予
謂
上
言

於
金
石
、
是
古
人
所
慎
、
予
不
敏
也
、
以
何
當
之
乎
、
彼
固
請
不
己
、
且
視
以
草

稿
焉
、
攤
閲
則
備
記
営
寺
之
始
終
與
本
寺
賜
授
之
本
末
、
予
謂
如
是
則
蓋
非
是
銘

休
雖
然
玄
順
興
廃
之
功
偉
牟
、
固
不
可
以
不
書
、
然
古
人
曰
為
文
之
體
、
因
其
事

而
著
其
理
始
得
之
文
辞
、
雖
繁
而
不
敢
殺
者
称
人
之
善
法
、
當
如
爾
也
。

　
　
　
　
　

銘
曰

　

天
地
為
爐　

　

大
虚
是
銅　

　

万
形
品
賦

　

空
生
覚
中　

　

大
海
漚
発　

　

洪
繊
不
同

　

一
根
透

　
　

千
八
百
功　

　

石
有
泐

　

願
傳
典
窮　

　

為
銘
者
誰　

　

禅
悦
愚
翁

　
　
　

寛
文
第
十
庚
戊
歳

　
　
　

仲
龝
二
十
亦
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

賢
巌
作

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

銕
帚
書

　
　
　
　
　

治
工

　
　
　
　
　
　
　

豊
後
府
中
駄
原

　
　
　
　
　
　

吉
松
善
左
衛
門
大
神
惟
利
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九
九

　
　
　
　
　
　

植
木
善
右
衛
門
藤
原
直
政
」﹈

　

銘
に
寛
文
乙
亥
年
と
あ
る
は
寛
永
乙
亥
の
誤
り
に
て
寛
文
年
間
に
乙
亥
の
干
支
な

く
、
稲
葉
一
通
の
治
世
は
寛一

六
二
七

永
四
年
三
月
よ
り
十一

六
四
一八

年
八
月
迄
徳
川
家
光
の
治
世
は

元一
六
二和

九三

年
よ
り
慶一

六
五安

四一

年
四
月
ま
で
な
れ
ば
乙
亥
は
寛一

六永
十三

五二
年
に
し
て
然
る
時
は

以
下
引
用
す
る
諸
書
一
致
す
。

　
『
臼
杵
小
鑑
』
曰
、
野
津
了
仁
寺
は
一
向
宗
東
本
願
寺
派
玄
順
を
開
基
と
す
。

　
『
続
臼
杵
小
鑑
』
曰
、
野
津
院
黍
野
村
邸や

し
きに

あ
り
。
元
善
法
寺
末
な
り
。
玄
順
を

以
て
開
山
と
す
。
寛
永
十
二
年
寺
号
免
許
。
寛一

六

文六
七

七
年
官
乞
得
材
木
を
得
て
庫
裏
を

建
る
と
云
う
。

　
『
寺
院
明
細
帳
』
曰
、
正
親
町
院
御
宇
切
支
丹
宗
始
来
駸
々
而
茲
殖
時
に
将
軍
家

光
驚
禁
遏
之
其
宗
殊
盛
当
国
而
野
津
ハ
其
巣
窟
也
於
斯
領
主
稲
葉
一
通
置
藤
姓
玄
順

化
民
止
邪
創
寺
称
了
仁
寺
為
東
本
願
寺
末
派
是
時
寛
永
乙
亥
年
也
其
後
九
代
住
職
大

實
背
東
本
願
帰
本
願
寺
」

　
『
大
野
郡
勢
一
斑
』
に
も
明
細
帳
を
引
き
著
名
寺
院
の
部
に
出
せ
る
も
玄
順
を
玄

須
、
民
を
氏
、
大
実
を
大
寛
に
誤
れ
り
。
一
言
付
記
す
。

　

口
碑
に
伝
う
る
所
に
曰
く
、
寺
は
北
海
部
郡
末
広
村
に
あ
り
け
る
廃
寺
の
寺
号
を

得
て
了
仁
寺
と
号
し
、
臼
杵
善
法
寺
に
属
せ
し
も
、
大
實
其
の
末
寺
た
る
を
喜
ば
ず
。

遂
に
西
本
願
寺
に
転
じ
其
直
属
と
な
り
け
れ
ば
東
本
願
寺
派
及
藩
主
の
忌
憚
に
ふ
れ

一
時
無
住
の
有
様
と
な
り
、
文
書
記
録
什
器
に
至
る
迄
、
殆
ど
散
逸
し
て
伝
ら
ず
。

さ
れ
ば
其
詳
細
の
由
緒
知
る
に
由
な
し
。
或
は
曰
く
寺
の
東
方
に
あ
る
丘
山
に
寺
屋

敷
と
称
す
る
地
あ
り
。
始
め
は
此
地
に
あ
り
し
と
云
う
。

　

寺
屋
敷
と
は
松
林
及
耕
地
と
な
り
居
り
て
、
無
数
の
五
輪
塔
の
残
片
を
存
す
る
も

果
た
し
て
寺
の
あ
り
し
と
の
実
証
な
し
。﹇
或
は
墓
地
に
て
は
な
か
り
し
か
、
一
も

礎
石
等
の
認
む
べ
き
も
の
な
し
。
此
処
に
あ
り
し
と
も
﹈
又
始
め
は
天
台
宗
の
小
庵

な
り
し
が
寺
号
を
得
て
改
宗
せ
し
と
も
云
ふ
。

　

山
門
を
入
り
て
左
の
方
に
石
燈
籠
に
変
形
せ
し
石
塔
あ
り
。
不
完
全
な
る
も
宝
塔

式
に
し
て
、
其
の
様
式
連
城
寺
境
内
文一

三
七
四中

の
塔
、
市
辺
田
八
幡
境
内
康一

三

永四
五

の
塔
、
正

明
寺
跡
明一

三
九
三徳

の
塔
、
神
目
寺
跡
応一

四

永二
三

の
塔
に
類
す
。
故
に
或
は
南
北
朝
時
代
の
も
の

な
ら
ん
か
。
元
境
内
よ
り
う
つ
せ
る
も
の
と
云
え
ば
或
は
了
仁
寺
の
前
身
天
台
宗
な

り
し
と
云
う
も
直
ち
に
否
定
す
べ
く
も
あ
ら
ず
。
そ
の
時
代
の
遺
物
な
る
や
知
る
べ

か
ら
ず
。

　

以
上
掲
ぐ
る
処
を
対
照
す
る
に
精
粗
こ
そ
あ
れ
其
因
て
来
る
所
自
か
ら
明
に
し

て
、
一
も
「
管
内
志
」
の
記
す
る
が
如
く
天
主
教
徒
の
墓
上
に
建
設
せ
し
と
は
云
わ

ず
釈
神
洞
の
誤
聞
に
出
で
し
か
、
或
は
忌
む
で
之
を
伝
え
ざ
り
し
か
、
直
に
是
非
を

決
定
し
難
し
。
然
れ
共
「
管
内
志
」
の
文
を
精
読
す
る
に｢

其●

死●

骸●

を●

か○
○め

に○

入○

て○

皆◎

埋●

み●

た●
●る

上●

に●

」
と
あ
り
、
今
文
面
上
よ
り
此
れ
が
解
釈
を
試
み
ん
に
死
体
を
か

め
に
入
れ
て
と
あ
る
は
遺
骨
を

に
入
れ
て
と
解
す
る
を
穏
当
と
認
む
。
次
に
皆●

と

あ
る
は
そ
の
数
は
未
定
な
る
も
兎
に
角
複
数
に
し
て
此
場
合
決
し
て
僅
少
の
意
味
に

あ
ら
ざ
れ
ば
肉
体
を
一
々

に
入
れ
た
り
と
は
不
合
理
の
感
あ
れ
ば
也
。
而
し
て
皆

埋
め
た
る
上
に
と
あ
れ
ば
一
時
期
に
多
数
の
所
刑
者
あ
り
た
る
如
く
解
せ
ざ
る
べ
か

ら
ず
。
逐
次
埋
め
た
る
上
に
寺
を
建
つ
る
こ
と
不
合
理
の
感
あ
り
、
依
っ
て
或
る
短

期
或
は
一
時
に
多
数
の
所
刑
者
あ
り
て
其
の
遺
骨
埋
葬
の
地
に
寺
を
建
て
た
り
と
云

う
に
帰
着
す
。

　

然
ら
ば
或
一
時
期
に
多
数
の
所
刑
者
を
こ
の
地
方
よ
り
出
だ
し
た
る
証
跡
あ
り

や
。
有
り
と
す
れ
ば
「
管
内
志
」
の
説
を
以
て
是
と
す
る
事
を
得
る
も
、
然
ら
ざ
れ

ば
否
定
せ
ざ
る
べ
か
ら
ず
。
余
不
幸
に
し
て
僻
地
読
書
に
便
な
ら
ず
。
只
自
己
所
蔵

の
史
籍
の
み
に
拠
れ
ば
遺
憾
な
が
ら
充
分
の
確
証
を
見
出
す
能
わ
ず
。
寧
ろ
其
反
証

に
富
む
を
覚
ゆ
。

　

基
督
教
の
禁
令
を
出
す
や
其
始
め
は
勉
め
て
改
宗
せ
し
め
、
強
い
て
復
教
を
肯
ぜ

ざ
る
も
の
の
み
厳
刑
に
処
せ
し
も
の
に
し
て
、『
日
本
西
教
史
』
の
記
事
、
肥
前
に
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一
〇
〇

於
け
る
殉
教
者
の
事
跡
は
頗
る
詳
細
に
し
て
他
の
諸
国
の
事
は
略
し
て
之
を
載
せ

ず
。
さ
れ
ば
豊
後
地
方
に
あ
り
て
も
何
時
幾
何
の
殉
教
者
を
出
せ
る
や
不
明
に
属
す

る
も
、
寛
永
の
頃
（
此
地
方
に
て
）
多
数
信
者
を
一
時
に
処
刑
せ
し
と
は
疑
ひ
な
き

能
わ
ず
、
以
下
引
用
す
る
記
事
に
見
よ
。

　
『
五
月
雨
抄
』
引
用
『
肥
島
戦
記
』
に
慶一

六
〇長

六一

年
京
都
の
信
者
を
長
崎
に
送
れ
る

こ
と
見
え
、『
豊
後
遺
事
』
に
も
万一

六

治六

三〇

年
洋
教
を
奉
ず
る
も
の
葛
木
村
（
今
の
別

保
村
の
内
）
喜
兵
衛
を
捕
へ
長
崎
に
護
送
す
と
あ
り
、「
西
教
史
」
に
も
信
者
を
長

崎
に
送
れ
る
事
往
々
に
見
ゆ
。
亦
『
肥
前
島
原
記
』
の
方
々
所
々
国
々
吉
利
支
丹
宗

門
の
輩
を
江江

戸府
へ
搦
来
り
御
制
法
被
仰
付
也
と
あ
り
。『
査
余
録
』
延一

六
八宝

八〇

年
庚
申

の
条
に
閏
八
月
二
十
二
日
豊
後
国
桂葛

木
か

村
勘
左
衛
門
と
申
宗
門
の
者
牢
死
云
々
（
江

戸
に
て
）と
あ
り
。『
南
島
変
乱
記
』に
肥
前
長
崎
に
改
所
を
建
て
厳
し
く
御
吟
味
あ
っ

て
と
あ
れ
ば
、
徳
川
幕
府
の
方
針
と
し
て
主
に
其
直
轄
﹇
地
﹈
に
於
て
就
中
江
戸
、

長
崎
に
て
処
刑
し
、
長
崎
、
島
原
は
外
交
の
関
門
な
れ
ば
そ
の
効
果
を
治
め
た
る
べ

し
。
只
『
契
利
斯
督
記
』（
明一

六

五
暦
四
戊八

年
六
月
十
六
日
）
に
豊
後
国
稲
葉
能
登
守
領

分
よ
り
宗
門
二
人
出
申
候
、
内
侍
一
人
出
申
候
。﹇
近
年
ハ
キ
リ
シ
タ
ン
沢
山
出
申

候
と
は
あ
れ
ど
、
何
処
に
於
て
処
刑
せ
る
や
不
明
に
し
て
記
事
亦
明
確
を
欠
く
。﹈　

寛一

六永
十三

五二
年
を
去
二
十
三
年
後
の
事
に
し
て
、
了
仁
寺
に
関
係
な
き
も
其
の
以
前
は

推
し
て
知
る
べ
し
と
云
う
人
あ
ら
ん
も
二
人
の
内
一
人
は
臼
杵
城
下
の
士
に
し
て
他

の
一
人
は
何
処
の
も
の
と
も
し
れ
ず
、
細
注
に
沢
山
と
あ
れ
ど
藩
全
部
よ
り
の
こ
と

に
し
て
尚
至
っ
て
明
確
を
欠
く
處
あ
れ
ば
直
ち
に
以
て
証
と
な
し
難
し
、
の
み
な
ら

ず
其
の
処
刑
の
地
を
記
せ
ざ
れ
ば
前
例
の
如
く
或
は
長
崎
江
戸
に
て
罪
せ
し
も
の
な

る
べ
く
い
ず
れ
に
せ
よ
寛
永
十
二
年
前
後
頃
野
津
に
於
て
多
数
の
殉
教
者
を
出
せ
し

た
る
と
解
す
る
能
わ
ざ
る
な
り
。
加

こ
れ
に
く
わ
え之

信
者
が
殉
教
者
あ
る
毎
に
信
仰
上
名
誉
な

る
遺
物
と
し
て
争
い
て
之
を
奪
ひ
去
り
け
れ
ば
、
遂
に
死
体
着
衣
は
更
な
り
、
十
字

架
さ
て
は
血
痕
あ
る
土
壌
に
至
る
迄
灰
と
な
し
て
海
に
投
じ
川
に
流
し
た
り
と
は

「
西
教
史
」
の
屡し

ば
し
ば々

記
す
る
処
な
れ
ば
、
如

か
く
の
ご
と
く斯

厚
く
葬
る
の
み
な
ら
ず
寺
を
建
て
た

り
と
は
全
然
否
定
し
て
可
な
ら
ん
か
。

　

茲
に
一
言
す
べ
き
は
徳
川
時
代
の
黍
野
組
の
踏
絵
を
行
ひ
し
處
な
り
。
凡
そ
踏
絵

は
里
正
の
役
宅
に
於
て
行
ふ
を
俗
と
す
る
に
此
地
に
限
り
殊
更
に
東
南
方
の
丘
陵

（
ク
ル
ス
バ
及
び
寺
屋
敷
の
あ
る
処
に
し
て
明
に
其
位
置
を
知
る
を
得
さ
り
し
も
其

位
置
に
依
り
て
は
ク
ル
ス
バ
又
は
寺
屋
敷
の
傍
証
と
し
て
有
力
成
る
も
の
な
り
）
に

撰
び
し
は
基
督
信
者
の
以
て
聖
地
と
な
す
所
を
蹂
躙
す
る
の
意
に
し
て
異
宗
を
隠
す

に
外
な
ら
ざ
る
の
み
。
さ
れ
ば
若
し
墓
上
に
建
設
せ
ん
と
仮
定
せ
ん
か
、
追
善
的
好

意
に
出
で
し
に
は
あ
ら
ず
し
て
、
寧
ろ
踏
絵
に
於
け
る
如
く
異
宗
に
報
ず
べ
き
感
情

の
発
作
に
外
な
ら
ず
と
云
わ
ん
の
み
。

　

案
ず
る
に
西
教
の
隆
盛
は
在
来
の
宗
教
を
し
て
閉
息
せ
し
め
、
其
寺
院
の
如
き
も

人
爲
若
く
ば
自
然
の
廃
朽
に
委
す
る
外
な
か
り
し
時
に
於
て
西
教
は
禁
じ
ら
れ
、
本

宗
に
復
帰
せ
ん
と
す
る
も
法
灯
闇
く
し
て
帰
す
る
処
を
知
ら
ず
。﹇
復
宗
せ
ん
に
も

付
近
に
寺
院
な
く
ば
如
何
せ
ん
。﹈
此
時
に
於
て
寺
院
の
復
活
は
自
然
の
要
求
に
し

て
官
民
共
に
渇
仰
せ
し
処
、﹇
実
に
﹈
仏
徒
に
あ
り
て
は
、
千
載
一
遇
好
機
逸
す
べ

か
ら
ざ
る
の
秋
に
し
て
、
僧
玄
順
が
此
時
に
当
た
り
天
台
宗
の
草
庵
を
興
し
て
布
教

に
つ
と
め
、
民
衆
の
帰
依
に
よ
り
新
た
に
伽
藍
を
建
立
せ
し
も
寺
号
無
き
を
以
て
た

ま
た
ま
北
海
部
郡
末
広
村
な
る
廃
寺
の
号
を
乞
ひ
得
て
之
に
名
づ
け
善
法
寺
に
属
す

（
善
法
寺
寛
永
の
頃
迄
亦
末
広
村
に
あ
り
。
其
廃
寺
元
来
其
末
寺
の
関
係
に
あ
り
し

か
）。
時
に
寛
永
十
二
年
な
り
。
之
れ
余
の
最
後
の
帰
着
点
に
し
て
「
管
内
志
」
の

記
事
に
同
意
す
る
能
わ
ず
。
又
三
浦
氏
の
説
た
る
基
督
教
寺
院
な
り
し
と
の
事
は
首

肯
し
難
き
の
み
。
乞
う
幸
い
に
示
教
を
垂
れ
ん
こ
と
を
。（
終
）

六　

付
記

　

ス
ク
ラ
ッ
プ
ブ
ッ
ク
と
手
稿
に
そ
れ
ぞ
れ
以
下
の
追
記
が
あ
る
。
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一
〇
一

〇
（
田
中
註
―
ス
ク
ラ
ッ
プ
ブ
ッ
ク
に
以
下
の
記
載
あ
り
）「
右
の
一
文
は
大
正
四

年
三
月
「
大
分
日
日
新
聞
」
紙
上
に
発
表
せ
る
も
の
に
し
て
其
大
要
は
復
「
郷
土
研

究
」
雑
誌
に
あ
り
。
＊

（
不
明
）新

聞
紙
の
悲
し
さ
は
「
ク
ル
ス
バ
の
平
面
図
」
及
引
用
の
梵

鐘
銘
を
省
略
セ
リ
。」

〇（
田
中
註
―
手
稿
の
末
尾
に
以
下
の
追
記
あ
り
）「
こ
の
稿
嘗
て『
大
分
日
々
新
聞
』

紙
上
に
於
て
発
表
せ
し
も
の
に
て
知
友
（
そ
の
後
文
交
を
生
ぜ
し
あ
り
）
三
浦
魯
一

君
の
勧
誘
抗
し
難
く
大一

九

二

六

正
十
五
年
八
月
の
『
二
豊
』
紙
上
に
ク
ル
ス
バ
に
関
す
る
条

文
の
み
抜
出
し
て
寄
稿
せ
り
其
節
左
一
項
を
追
加
せ
り
。

　

姉
崎
博
士
の
近
著
『
契
利
丹
宗
門
の
潜
伏
と
迫
害
』
に
大
野
郡
川
部
村
よ
り
四
名

の
信
者
を
出
せ
り
と
あ
り
。
同
村
に
は
信
者
の
あ
り
し
由
の
口
碑
も
残
り
、
然
る
に

川
辺
と
玉
田
の
堺
に
船フ

ナ

の
越
と
称
す
る
処
あ
り
。
そ
の
山
上
に
ク
ル
ス
バ
と
称
す
る

所
あ
り
。
か
れ
こ
れ
思
い
今
は
す
る
に
ク
ル
ス
バ
の
一
遺
跡
の
候
補
地
と
せ
ん
か
。」

こ
の
追
記
か
ら
み
る
と
伊
東
氏
が
ク
ル
ス
バ
に
関
心
を
持
ち
続
け
て
い
た
こ
と
が
う

か
が
わ
れ
る
。

七　

後
論

　

大
正
初
年
の
雑
誌
『
郷
土
研
究
』
の
第
一
〜
二
巻
の
紙
上
問
答
に
お
い
て
豊
後
野

津
の
ク
ル
ス
バ
に
つ
い
て
議
論
が
起
こ
り
、
伊
東
氏
は
こ
の
論
争
を
解
決
す
る
た
め

一
九
一
四
（
大
正
三
）
年
同
好
の
士
二
名
と
共
に
現
地
を
踏
査
し
、そ
の
成
果
を
『
郷

土
研
究
』
二
巻
七
号
に
投
稿
し
た
。
そ
の
経
緯
を
記
し
た
手
稿
は
翌
一
九
一
五
（
大

正
四
）
年
大
分
日
日
新
聞
に
掲
載
さ
れ
た
が
、
図
等
は
公
表
さ
れ
ず
、
地
方
新
聞
で

の
掲
載
で
あ
っ
た
た
め
そ
の
後
の
研
究
者
の
目
に
触
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
こ
と
が

お
し
ま
れ
る
。

　

記
さ
れ
た
踏
査
の
成
果
を
記
す
と
、
①
二
ヶ
所
の
ク
ル
ス
バ
遺
跡
が
野
津
に
存
在

す
る
。
②
ひ
と
つ
は
波
津
久
の
ク
ル
ス
バ
で
、
一
三
間
二
尺
（
約
二
四
．
一
ｍ
）
×

十
一
間
四
尺
（
約
二
一.

二
ｍ
）
の
長
方
形
で
三
方
に
高
さ
二
尺
（
約
六
〇
㎝
）
の

土
手
が
囲
み
、
中
央
に
江
戸
時
代
の
供
養
塔
と
中
世
の
五
輪
塔
の
部
材
が
散
乱
し
て

い
る
。
③
も
う
一
ヶ
所
は
西
寒
田
の
ク
ル
ス
バ
で
、
細
口
・
松
原
・
御
霊
園
の
境
界

に
在
り
、一
辺
の
み
土
手
が
あ
る
十
四
間
四
尺（
約
二
六.

六
ｍ
）×
十
二
間
二
尺（
約

二
二.

三
ｍ
）
の
方
形
で
、
中
央
に
方
形
と
柱
状
の
石
材
が
あ
る
こ
と
を
図
入
り
で

し
め
す
。
②
は
今
日
の
波
津
久
ク
ル
ス
バ
遺
跡
、
③
は
西
寒
田
ク
ル
ス
バ
遺
跡
そ
の

も
の
で
あ
る
。
伊
東
氏
の
現
地
観
察
は
的
確
で
あ
り
、
一
世
紀
た
っ
た
今
日
で
も
記

載
の
と
お
り
で
あ
り
、
修
正
の
必
要
は
な
い
。

　

論
文
の
後
半
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
野
津
町
黍
野
烏
嶽
山
了
仁
寺
に
つ
い
て

は
、
①
境
内
に
あ
る
南
北
朝
期
の
宝
塔
の
記
載
や
、
キ
リ
シ
タ
ン
の
埋
葬
地
の
上
に

寺
を
建
て
た
と
い
う
伝
承
の
検
討
な
ど
、
氏
が
は
じ
め
て
問
題
に
し
た
点
も
多
く
、

な
お
今
日
解
決
を
み
て
い
な
い
。

　

伊
東
氏
が
野
津
町
に
ク
ル
ス
バ
の
真
相
解
明
を
目
指
し
て
、
現
地
調
査
を
お
こ

な
っ
た
の
は
一
九
一
四
（
大
正
三
）
年
の
こ
と
で
あ
る
が
、
キ
リ
シ
タ
ン
遺
跡
の
現

地
調
査
と
し
て
は
極
め
て
早
く
、
若
し
こ
の
時
点
で
十
字
架
碑
な
ど
を
発
見
し
て
い

れ
ば
、
日
本
の
キ
リ
シ
タ
ン
遺
跡
の
研
究
史
は
異
な
る
も
の
に
な
っ
て
い
た
に
違
い

な
い
。

　

今
日
キ
リ
シ
タ
ン
関
係
の
石
造
物
や
墓
碑
が
豊
富
な
長
崎
と
関
西
の
発
見
史
と
比

べ
て
み
る
と
、
長
崎
で
は
、
片
岡
彌
吉
の
ま
と
め
に
よ
れ
ば（
註
一
二
）、

島
原
半
島
の

キ
リ
シ
タ
ン
墓
碑
に
初
め
て
注
目
し
た
の
は
森
豊
造
氏
で
あ
る
。
彼
が
十
五
六
歳
の

一
九
〇
二
（
明
治
三
五
）
年
初
め
て
島
原
半
島
有
家
町
で
、
十
字
架
文
の
あ
る
石

造
物
に
気
が
付
い
た
が
、
当
時
は
ち
か
ず
く
も
の
で
は
な
い
と
い
う
雰
囲
気
で
あ

り
、
初
め
て
写
真
を
撮
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
十
年
後
の
一
九
一
二
（
大
正
元
）
年

の
こ
と
で
あ
っ
た
と
い
う
。
そ
し
て
詳
し
く
調
査
が
で
き
た
の
は
一
九
一
七
（
大
正

六
）
年
か
ら
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
実
際
に
森
豊
造
の
資
料
と
研
究
が
片
岡
彌
吉
の



伊東東の論文「「クルスバ」と了仁寺」について（田中）

一
〇
二

手
で
ま
と
め
ら
れ
て
発
表
さ
れ
た
の
は
一
九
四
二
（
昭
和
一
七
）
年
で
あ
る（
註
三
）。

さ
ら
に
長
崎
市
の
悟
真
寺
で
新
村
出
氏
等
が
キ
リ
シ
タ
ン
墓
碑
を
発
見
し
た
の
は
、

一
九
一
七
（
大
正
六
）
年
六
月
で
あ
る（
註
二
）。

　

一
方
京
都
市
内
で
キ
リ
シ
タ
ン
墓
地
が
発
見
さ
れ
た
の
は
一
九
一
七
（
大
正
六
）

年
八
月
末
で
あ
り
島
田
貞
彦
氏
に
よ
っ
て
報
告
さ
れ
て
い
る（
註
四
）。

こ
の
発
見
に

刺
激
さ
れ
て
摂
津
高
槻
千せ

ん
だ
い
じ

堤
寺
で
キ
リ
シ
タ
ン
墓
碑
と
遺
物
が
発
見
さ
れ
る
の
は

一
九
二
〇
（
大
正
九
）
の
藤
波
大
超
と
橋
川
正
の
調
査（
註
五
）に

始
ま
り
、
そ
の
成
果

が
ま
と
め
ら
れ
る
の
は
一
九
二
三
（
大
正
一
二
）
の
京
都
大
学
の
報
告
に
よ
っ
て
で

あ
っ
た（
註
六
）。

　

伊
東
氏
の
調
査
は
長
崎
、
京
都
の
キ
リ
シ
タ
ン
墓
碑
発
見
よ
り
三
年
早
い
。
臼
杵

石
仏
の
調
査
を
介
し
て
島
田
貞
彦
氏
と
文
通
が
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
伊
東
氏

の
調
査
成
果
が
京
都
大
学
の
キ
リ
シ
タ
ン
墓
碑
の
調
査
と
交
わ
ら
な
か
っ
た
点
は
お

し
ま
れ
る
。
や
は
り
十
字
架
彫
刻
や
碑
文
な
ど
明
確
な
キ
リ
シ
タ
ン
遺
跡
と
そ
の
証

拠
を
発
見
で
き
な
か
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
か
。

八　

お
わ
り
に

　

奇
し
く
も
今
年
二
〇
一
四
年
は
伊
東
東
氏
に
よ
る
野
津
の
ク
ル
ス
バ
遺
跡
踏
査
か

ら
百
周
年
に
あ
た
る
。
伊
東
氏
の
ク
ル
ス
バ
調
査
が
一
九
一
五
年
以
後
も
継
続
し
て

い
れ
ば
、
キ
リ
シ
タ
ン
遺
跡
の
研
究
は
異
な
る
も
の
と
な
っ
て
い
た
か
も
し
れ
な

い
。
氏
の
関
心
が
民
話
や
民
俗
学
に
移
っ
て
行
っ
た
こ
と
が
惜
し
ま
れ
る
。
こ
こ
に

い
ま
ま
で
ほ
と
ん
ど
目
に
触
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
伊
東
東
氏
の
論
文
の
全
体
を
掲

載
し
、
今
後
の
調
査
研
究
に
資
す
る
こ
と
に
し
た
。
伊
東
氏
の
所
見
に
つ
い
て
は
さ

ら
に
詳
し
い
検
討
が
今
後
行
わ
れ
る
必
要
が
あ
る
が
、
ま
ず
論
文
の
全
体
を
公
表
し

今
後
の
研
究
に
備
え
た
い
。

　

別
府
大
学
付
属
図
書
館
お
よ
び
司
書
萩
尾
美
香
、
豊
後
大
野
市
図
書
館
、
豊
後
大

野
市
歴
史
民
俗
資
料
館
、
豊
田
徹
士
、
諸
岡
郁
、
高
野
弘
之
、
神
田
高
士
、
竹
安
大
、

安
田
豊
（
別
府
大
学
大
学
院
博
士
課
程
）
各
氏
に
は
、
資
料
を
検
索
や
判
読
に
つ
い

て
多
く
の
教
示
と
援
助
を
得
た
こ
と
に
、
特
に
原
稿
を
み
て
い
た
だ
い
た
芦
刈
政
治

先
生
に
は
、
特
に
記
し
て
感
謝
し
た
い
。

　

な
お
本
稿
は
科
学
研
究
費
補
助
金
（
平
成
二
四
〜
二
五
年
度
研
究
活
動
ス
タ
ー
ト

支
援
）
キ
リ
シ
タ
ン
墓
と
中
国
人
墓
に
み
る
大
航
海
時
代
の
外
来
墓
制
に
関
す
る
基

礎
的
研
究
（
課
題
番
号
二
四
八
二
〇
〇
七
一
）
に
よ
る
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

註（
一
）
こ
れ
ま
で
御ご

り
ょ
う
ぞ
の

霊
園
ク
ル
ス
バ
遺
跡
と
し
て
取
り
扱
っ
て
き
た
遺
跡
で
あ
る
が
、
ク
ル
ス

バ
遺
跡
は
旧
大
分
県
大
野
郡
戸
上
村
大
字
西
寒
田
に
所
在
し
、
一
九
五
五
年
の
市
町
村

合
併
に
よ
っ
て
野
津
町
と
犬
飼
町
に
分
割
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
現
在
は
臼
杵
市
と

豊
後
大
野
市
の
境
界
に
位
置
す
る
。
最
初
の
調
査
者
伊
東
氏
は「
西
寒
田
の
ク
ル
ス
バ
」

と
呼
び
、
現
在
で
も
大
字
は
西
寒
田
で
あ
り
、
御
霊
園
ク
ル
ス
バ
が
臼
杵
市
側
か
ら
の

呼
称
で
あ
る
点
か
ら
、
豊
後
大
野
市
側
を
配
慮
し
て
「
西
寒
田
ク
ル
ス
バ
」
と
呼
ぶ
の

が
適
当
で
あ
ろ
う
。

 

　

詳
細
は
田
中
裕
介
二
〇
一
二
「
御
霊
園
ク
ル
ス
バ
遺
跡
の
調
査
」『
大
分
県
地
方
史
』

二
一
四　

大
分
県
地
方
史
研
究
会
を
み
よ
。

（
二
）
新
村
出
一
九
一
八
「
慶
長
年
間
の
京
都
耶
蘇
信
徒
の
墓
碑
」『
史
林
』
三
‐
一　

史
学

研
究
会
（
の
ち
一
九
四
三
『
新
村
出
選
集
』
第
１
巻
甲
鳥
書
林
、
に
再
録
）。
こ
の
中

で
一
九
一
七
年
六
月
の
長
崎
調
査
に
触
れ
、
そ
の
際
の
悟
真
寺
の
キ
リ
シ
タ
ン
墓
碑
の

メ
モ
は
『
吉
利
支
丹
遺
物
の
研
究
』
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

（
三
）
片
岡
彌
吉
一
九
四
二
「
長
崎
県
下
の
キ
リ
シ
タ
ン
墓
碑
」『
キ
リ
シ
タ
ン
研
究
』
一　

キ
リ
シ
タ
ン
文
化
研
究
所
の
記
述
に
よ
る
。
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一
〇
三

（
四
）
島
田
貞
彦
一
九
一
七
「
慶
長
時
代
の
基
督
教
信
者
の
墓
碑
」『
考
古
学
雑
誌
』
八
‐
三

　

考
古
学
会

（
五
）
橋
川
正
一
九
二
一
「
北
摂
よ
り
発
見
し
た
る
切
支
丹
遺
物
」『
史
林
』
六
‐
一　

史
学

研
究
会

（
六
）
濱
田
耕
作
・
新
村
出
一
九
二
三
『
吉
利
支
丹
遺
物
の
研
究
』
京
都
帝
国
大
学
文
学
部
考

古
学
研
究
室
研
究
報
告
七

（
七
） 

①
久
多
羅
木
儀
一
郎
一
九
二
九
「
大
分
県
下
に
於
け
る
切
支
丹
遺
跡
」『
史
蹟
名
勝
天

然
紀
念
物
調
査
報
告
書
』
七　

大
分
県　

こ
の
文
中
で
久
多
羅
木
氏
は
「
戸
上
の
ク
ル

ス
バ
」
と
題
し
て
、
伊
東
東
氏
が
雑
誌
『
二
豊
』
大
正
一
五
年
六
月
号
（
東
京
豊
文
社

発
行
）
に
掲
載
さ
れ
た
記
事
を
抄
録
し
て
、
西
寒
田
ク
ル
ス
バ
遺
跡
の
紹
介
を
行
っ
て

い
る
。
こ
の
雑
誌
の
こ
の
号
は
同
じ
く
ど
こ
に
も
見
つ
か
ら
な
い
。
さ
ら
に
「
野
津
市

の
切
支
丹
墓
」と
題
し
て
下
藤
キ
リ
シ
タ
ン
墓
地
遺
跡
の
当
時
の
状
況
を
記
し
て
い
る
。

 

②
マ
リ
オ
・
マ
レ
ガ
一
九
四
六
「
豊
後
切
支
丹
遺
跡
」『
続
豊
後
切
支
丹
史
料
』
ド
ン

ボ
ス
コ
社
は
、「
大
野
郡
戸
ノ
上
村
」
の
項
に
西
寒
田
ク
ル
ス
バ
遺
跡
を
「
御
霊
園
の

ク
ル
ス
場
」
と
し
て
紹
介
し
て
い
る
。「
そ
れ
は
横
二
十
二
米
、
縦
二
十
六
米
の
平
地

に
十
七
基
の
墓
地
が
あ
る
。
中
央
に
広
い
大
き
な
石
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
十
字
架
の
台

石
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。」と
し
る
す
。現
地
を
訪
ね
て
い
る
こ
と
は
そ
の
記
載
か
ら
、

確
か
で
あ
る
。

（
八
） 

伊
東
東
氏
の
伝
記
的
情
報
は
以
下
の
文
献
を
参
考
に
し
た
。

 

①
土
生
米
作
一
九
六
六
「
郷
土
史
家
伊
東
東
」『
三
重
町
誌
沿
革
編
』
三
重
町

 

②
芦
刈
政
治
一
九
八
七
「
伊
東
東
と
修
史
事
業
」『
大
分
県
三
重
町
誌
総
集
編
』
三
重
町

 

③
末
広
利
人
一
九
八
七
「
郷
土
史
研
究
の
隆
盛
」『
大
分
県
史
』
近
代
編
Ⅲ　

大
分
県

 

④
小
島
瓔
禮
二
〇
一
〇
「
解
題　

伊
東
東
と
柳
田
国
男
」『
諸
国
叢
書
』
二
四　

成
城

大
学
民
俗
学
研
究
所

 

⑤
芦
刈
政
治
二
〇
一
一
「
自
序
『
増
補
改
訂
大
野
郡
金
石
年
表
』
の
上
梓
に
あ
た
っ
て
」

伊
東
東　

芦
刈
政
治
著
編
『
増
補
改
正
大
野
郡
金
石
年
表
』

 

　

ま
た
秋
葉
文
庫
の
収
め
ら
れ
て
い
る
自
筆
の
公
務
履
歴
書
の
下
書
き
を
参
考
に
し
た
。

（
九
）
伊
東
石
仏
（
東
）
一
九
三
三
「
大
野
郡
野
津
町
の
ク
ル
ス
」『
臼
杵
市
談
』
九　

臼
杵

史
談
会

（
一
〇
）
註
七
①
文
献
お
よ
び
、
久
多
羅
木
儀
一
郎
一
九
三
六
「
大
分
県
下
に
於
け
る
切
支
丹

遺
跡
補
遺
」『
大
分
県
史
跡
名
勝
天
然
記
念
物
調
査
報
告
』
一
三　

大
分
県

（
一
一
）伊
藤
常
足
一
八
四
一『
太
宰
管
内
志
』（
一
九
三
四
復
刻　

白
水
社
書
店
）に
て
確
認
。、

（
一
二
）
註
３
文
献
、
お
よ
び
片
岡
彌
吉
一
九
五
五
「
キ
リ
シ
タ
ン
墓
碑
の
研
究
」『
純
心
女

子
短
期
大
学
紀
要
』
２


